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〈ひめしん〉のあゆみ

この小冊子は、当金庫の経営方針や業況・活動状況などをわかり易くまとめたものです。
ご高覧を賜り、身近な〈ひめしん〉へのご理解を一層深めていただければ幸甚に存じます。

すべてを郷土繁栄とともに

平素より姫路信用金庫をお引き立ていただきまして、誠にありがとうございます。
はじめに、新型コロナウイルス感染症により影響を受けられた方々に心よりお見

舞い申し上げますとともに、感染拡大防止や治療などに日々ご尽力されている保健
機関、医療従事者の皆さまに深く敬意を表し感謝申し上げます。
令和２年度は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の影響を受け、インバ

ウンドを含む観光客の減少による影響はもとより、外出自粛・イベント自粛などの
影響により消費や輸出が大きく落ち込みました。今後、中国や米国等、海外経済の
回復に牽引される形で国内経済の持ち直しが期待されるものの、ワクチンの普及に
は時間を要し新型コロナウイルスの完全な終息は困難とみられ、緩やかな回復基調
にとどまると考えられています。
このような情勢の中、当金庫は「すべてを郷土繁栄とともに」の創業理念のもと、

地域社会との共存共栄に向けて、お客さまと職員の安全に配慮しつつ「営業基盤の
強化」、「経営体質の強化」、「人材力・組織力の強化」を三つの柱とした取組みを進め
てきました。
「営業基盤の強化」では、お客さまの課題解決支援に注力するための活動

（Customer's Business Solution Support）を通じて経営改善や本業支援など様々
な課題解決に取り組んできました。
「経営体質の強化」では、リスクとリターンのバランスを踏まえた収益管理を強
化し、また、経営資源の有効活用に向けて業務の効率化を進めています。
「人材力・組織力の強化」では、必要なスキルを明確化し、計画的な職員のスキル
習得を促進しています。また、情報共有体制の強化により金庫全体の課題解決力の
高度化と効率化を図っています。
以上の取組みを進めてきた結果、本年度の業務純益は16億1千9百万円、経常

利益は8億8千3百万円、純利益は6億４千6百万円となりました。
また経営の健全性を示す自己資本比率は9.35％となり、国内基準の４％を上回

る結果を維持することができました。
当金庫では、引き続ききめ細かなサービスを提供しつつ、お客さま一人ひとりに

寄り添う「伴走型支援」の取組みを進めるとともに、新型コロナウイルスの影響で
当面厳しい情勢が続くと予想される中でも、様々な支援に全力で取り組み、金融仲
介機能を十分に発揮し、地域経済の持続的な成長に貢献してまいります。引き続き
当金庫へのご支援・ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
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出資金 預金･積金

支援
サービス貸出金

常勤役職員数 692名
店　舗　数 47店舗
店舗外現金自動設備 22ヵ所

お客さま/会員
会　員　数 51,983名
出資金残高 3,287百万円
出資配当率 4％

C o n t e n t s

地元のお客さまからお預かりした大切なお金（預金積金）を、地元で資金を必要とする

お客さまへ融資をすることにより、事業の繁栄や生活向上のお手伝いをするとともに、

地域社会の一員として地元の中小企業や住民との強い絆とネットワークを形成し、

地域経済の持続的発展に努めてまいります。

また、金融機能の提供にとどまらず、文化、環境、教育といった面も視野に入れ、

広く地域社会の活性化に取り組んでおります。

（令和3年3月31日現在）
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業績のご報告

預　金
お客さまに 〈ひめしん〉 をメインバンクとしてご利用

いただくため、顧客基盤の拡大を図りました。また、新
型コロナウイルス感染症の影響による外出自粛に伴う個
人消費の落ち込みや、特別定額給付金の支給などもあり、
預金残高は前期比679億円増加の9,369億円となりま
した。

貸 出 金
新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受けてい

る事業者に対して、資金繰り対応等の支援や、個人のお
客さまには子育て応援住宅ローンの販売、非対面チャネ
ルの充実を図るなどの取組みを進めた結果、貸出金残高
は前期比305億円増加の5,508億円となりました。

損　益
日本銀行によるマイナス金利政策が長期化し、金融

機関においては資金運用利回りの低下基調が続く中、
〈ひめしん〉では「営業基盤の強化」、「経営体質の強化」、
「人材力・組織力の強化」の三本柱を中心とした取組み
を進めた結果、業務純益は16億1千9百万円となりま
した。
一方、貸倒引当金繰入額が4億4千2百万円となり、

経常利益は8億8千3百万円を計上しました。また、
当期純利益は前期比2億1千9百万円増益の6億4千6
百万円となりました。

×100
　自己資本額 （  34,691百万円）
リスク・アセット等（370,784百万円）

損益状況について

自己資本比率について
当金庫の令和3年3月末の自己資本比率は9.35%と
なっており、国内のみで営業する金融機関に必要とされ
る基準の4.0%を大きく上回っております。
これからも、地域のみなさまから益々の信頼を得るこ
とができるように自己資本の充実を図り、健全経営に努
めてまいります。

自己資本の調達手段について
当金庫の自己資本は、地域のお客さまからお預りして
いる出資金および当金庫が積み立てている利益剰余金等
によって構成されております。
なお、当金庫の自己資本調達手段の概要は次のとおり
です。

自己資本の充実度に関する評価方法について

当金庫は、これまで、内部留保による資本の積み上げ
等を行うことにより自己資本を充実させ、経営の健全性・
安全性を十分保っております。また、当金庫は、貸出金
などが一分野に集中することなく、リスク分散が図られ
ていると評価しております。
なお、将来の自己資本の充実策については、年度ごと

に掲げる収益計画に基づいた業務推進を通じ、そこから
得られる利益による資本の積み上げを第一義的な施策と
して考えております。 詳細な内容につきましては 資料編P13 に記載しております。

コア業務純益
業務純益   
経常利益
当期純利益

平成29年3月

1,170
1,686
668
579

1,232
1,498
758
342

平成31年3月

1,904
1,679
702
426

令和2年3月

1,622
1,619
883
646

令和3年3月

1,379
1,954
1,221
939

平成30年3月

（単位：百万円）
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コア業務純益
業務純益から一般貸倒引当金繰入額と国
債等債券損益の影響を除いたもので、金
融機関の本来業務から得られる利益を示
しています。

業務純益
業務に必要な経費等を控除した利益で、
金融機関の基本的な業務に係わる利益を
示しています。

経常利益
業務利益に、業務外の損益を加減した利
益で、金融機関の経常的な営業活動の成
果を示すものです。

当期純利益
経常利益に、特別利益と特別損失を加減
し、法人税等を控除した利益で、最終利益
ともいいます。

自己資本比率
リスク・アセット等（資産をリスクの大き
さに応じて換算した金額など）に対する
自己資本（出資金や内部留保など）の割合
で、金融機関の経営の健全性を示す指標
の一つです。信用金庫など国内だけで営
業している金融機関に適用される「国内
基準」については4％以上が必要とされ、
この基準に満たない金融機関は水準に応
じて金融庁より業務改善や業務停止の命
令を受けます。

ワンポイント用語解説

自己資本比率
 9.35%

令和2年度の取組み

預金・貸出金推移
（単位：百万円）

自己資本比率の推移
（単位：%）

預金者別預金積金残高
（令和3年3月末現在）

貸出金残高内訳
（令和3年3月末現在）

発行主体
資本調達手段の種類   
コア資本に係る基礎項目の額に算入された額   
償還期限

姫路信用金庫
普通出資

3,287百万円
ー
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コア業務純益
業務純益   
経常利益
当期純利益

平成29年3月

1,170
1,686
668
579

1,232
1,498
758
342

平成31年3月

1,904
1,679
702
426

令和2年3月

1,622
1,619
883
646

令和3年3月

1,379
1,954
1,221
939

平成30年3月

（単位：百万円）
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コア業務純益
業務純益から一般貸倒引当金繰入額と国
債等債券損益の影響を除いたもので、金
融機関の本来業務から得られる利益を示
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業務に必要な経費等を控除した利益で、
金融機関の基本的な業務に係わる利益を
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経常利益
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益で、金融機関の経常的な営業活動の成
果を示すものです。

当期純利益
経常利益に、特別利益と特別損失を加減
し、法人税等を控除した利益で、最終利益
ともいいます。

自己資本比率
リスク・アセット等（資産をリスクの大き
さに応じて換算した金額など）に対する
自己資本（出資金や内部留保など）の割合
で、金融機関の経営の健全性を示す指標
の一つです。信用金庫など国内だけで営
業している金融機関に適用される「国内
基準」については4％以上が必要とされ、
この基準に満たない金融機関は水準に応
じて金融庁より業務改善や業務停止の命
令を受けます。

ワンポイント用語解説

自己資本比率
 9.35%

令和2年度の取組み

預金・貸出金推移
（単位：百万円）

自己資本比率の推移
（単位：%）

預金者別預金積金残高
（令和3年3月末現在）

貸出金残高内訳
（令和3年3月末現在）

発行主体
資本調達手段の種類   
コア資本に係る基礎項目の額に算入された額   
償還期限

姫路信用金庫
普通出資

3,287百万円
ー
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顧客企業のライフステージ等に応じて「創
業・新事業支援」「産学連携支援」「ビジネス・
マッチング支援」「事業承継支援」「技術評価
支援」「海外進出支援」「M&A相談」等の相談
を受付し、顧客企業へ外部機関等の活用の提
案や各種情報提供を行っています。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた
企業も含め、業況・資金繰りに窮している企
業に対し、経営改善計画策定・資金繰計画策
定支援を行います。また、中小企業再生支援
協議会等と連携し、企業の経営改善の実効性
を高め、コンサルティング機能の強化に努め
ています。

兵庫県地域支援金融会議

自 治 体

信 用 保 証 協 会

金 融 機 関

再 生 支 援 協 議 会

外 部 専 門 家

経 営 支 援 機 関

行 政 官 庁

〈ひめしん〉

外部機関

事業支援部

公 的 支 援 機 関

行 政 官 庁

再 生 支 援 協 議 会

経営改善支援センター

提 携 税 理 士 法 人産 学 連 携 機 関

外 部 専 門 家

信 金 中 央 金 庫

ビジネス・サポートの実施 経営改善支援等の実施
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中小企業の経営支援に関する態勢整備の状況
当金庫では、中小企業の経営支援に関する取組み方針に基づき、次のような態勢を整備し、取組みを進めております。

中小企業の経営の改善及び
地域の活性化のための取組みの状況

提案相談

営 業 店

顧客企業

当金庫は、「地域社会の住民生活と産業経済の発展に
奉仕」することを基本理念に掲げ、「地域社会に貢献し共
生する」という使命を胸に、地域金融の円滑化・地域密
着型金融の推進を行っております。
そのなかでも特に、中小企業の経営の改善及び地域の

活性化に向けて、当金庫では次のように取組みを進めて
おります。

中小企業の経営支援に関する取組み方針
当金庫では、「地域金融円滑化のための基本方針」や「地

域密着型金融推進計画」において、中小企業の経営支援
に関する取組みにかかる方針を公表しております。

「地域金融円滑化のための基本方針」 （一部抜粋）

【 取組み方針 】

地域の中小企業および個人のお客さまへの安定
した資金供給は、事業地域が限定された協同組織
金融機関である信用金庫にとって、最も重要な社
会的使命です。
私どもは、お客さまからの資金需要や貸付条件
の変更等のお申込みがあった場合には、これまで
と同様、お客さまの抱えている問題を十分に把握
したうえで、その解決に向けて真摯に取り組みます。

「地域密着型金融推進計画」について
当金庫は創業以来、地域に貢献することを第一に考え、
地域密着型金融に積極的に取り組んでいます。計画では、
「顧客企業に対するコンサルティング機能の発揮」、「地
域の面的再生への積極的な参画」、「地域や利用者に対す
る積極的な情報発信」を三本柱として、当金庫役職員が
一丸となって継続的に推進していきます。

地域金融機関として、資金
供給者としての役割にとどまら
ず、長期的な取引関係を通じて
蓄積された情報や地域の外部専
門家・外部機関等とのネット
ワークを活用してコンサルティ
ング機能を発揮することにより、
顧客企業の事業拡大や経営改
善等を支援します。

地方公共団体や中小企業関
係団体等の関係機関と連携して、
地域活性化に関するプロジェ
クトに積極的に参画します。

地域密着型金融や地域貢献
活動の取組みに関して、その
内容や成果をホームページや
ディスクロージャー誌等を通
じて地域や利用者に対して情
報発信を行っています。
各種媒体を通じて情報発信
を続けることで、地域や利用
者の方々により一層の理解を
深めていただけるよう努めて
います。

地域の面的再生への
積極的な参画

顧客企業に対するコンサル
ティング機能の発揮

地域や利用者に対する
積極的な情報発信1 2 3

連携 連携 連携
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取引先企業の抜本的事業再生等による生産性の向上

※法人で財務データ登録の無い先または個人事業主は、先数・融資残高の合計のみ計上

10,223先 585先 576先 3,830先 350先 371先

3,489億円 144億円 313億円 2,115億円 116億円 283億円

全与信先

ライフステージ別の
与信先数

与信先に係る事業年度末の
融資残高

創業期 成長期 安定期 低迷期 再生期

■兵庫県信用保証協会、日本政策金融公庫、
商工会議所等と連携した創業・新事業支援

■創業計画の策定や創業期における資金供給の
実施
顧客企業のライフステージ等に応じて「創業・新事
業支援」、「海外進出企業支援」、「ベンチャー企業支援」
等各種相談を受付し、外部機関等の活用の提案や各
種情報提供を行っています。
令和2年度の創業、第二創業の支援件数は261件
となりました。
支援の内容としては、創業計画の策定支援が34先、
創業期における融資が259先、創業支援機関等への
紹介が20先となりました。
今後も姫路創業ステーション等と連携し、顧客企
業への支援機能を強化し、更なる充実を図ってまい
ります。

■兵庫県立大学等外部機関との連携による技術
評価、製品化・商品化支援
平成17年2月に兵庫
県立大学と産学連携協
定を締結し、同大学と
共同で研究開発に取り
組む企業を対象に助成
金を支給する「ひめし
ん研究開発支援助成金」制度を設けています。
令和2年度は3先を採択し1,500千円（16年間累

計65先25,200千円）を助成しました。助成金贈呈式
では報道関係者をお招きし、地域に向けた当金庫の
取組みの発信、採択企業のPRに繋げています。
また、企業の研究開発の資金調達支援のほか、同
大学や公的機関と連携し、企業の技術相談の橋渡し
も行っています。

当金庫がメインバンク（融資残高１位）として取引を行っている企業のうち、
経営指標（売上・営業利益率・労働生産性等）の改善や就業者数の増加が見られた先数（先数はグループベース）　

※法人に限定（グループに含まれる個人事業主は含む）

※個人事業主については融資取引がある場合、すべてメイン取引先として計上

（令和3年3月末）

（令和3年3月末）

（令和3年3月末）

3,166先 2,161億円 1,193先

メイン先数 メイン先の融資残高 経営指標等が改善した先数

640億円 664億円 729億円

31/3期 02/3期 03/3期

7,929先

メイン取引先数

77.1%

割合

中小企業の経営支援に関する取組み状況
当金庫は地域金融機関として、資金供給者としての役

割にとどまらず、日常的・継続的な取引関係を通じて蓄
積された情報や地域の外部専門家・外部機関等とのネッ
トワークを活用して、顧客企業のライフステージ等に応
じた事業拡大や経営改善等を支援します。

取引先企業の経営改善や成長力の強化
当金庫がメインバンクとして取引を行っている企業

3,166先のうち、経営指標等の改善が見られた先は
1,193先となっており、35%以上が改善しています。

ライフステージ別の与信先数（先数単体ベース）、及び、融資額

メイン取引（融資残高１位）先数、及び、全取引先数に占める割合（先数単体ベース）

経営指標等が改善した先に係る3年間の事業年度末の融資残高の推移

■A  創業・新事業開拓の支援

■「川上・川下ビジネスネットワーク事業」等の
ビジネスマッチング事業や、産学官連携による
技術開発などの販路開拓支援
中小企業の有するビジネス・シーズ（優れた技術やノ

ウハウ）と、大企業・中堅企業のニーズとのマッチン
グ機会の提供を行っています。
当金庫ではお客さまの本業を支援するため、外部
機関とのネットワーク構築や課題解決に向けた様々
な取組みを行っています。令和2年度は、「川上・川
下ビジネスネットワーク事業」等を活用したビジネ
スマッチングなど479先に対して販路開拓支援を行
うとともに、信金中央金庫主催のオンライン商談会
への参加をサポートするなど、コロナ禍における新
たな取組みを推進しました。

■信金中央金庫、ひょうご産業活性化センター、
兵庫県よろず支援拠点、兵庫県立大学等の外部
専門家を活用した本業支援
令和2年度は、当金庫メインのお取引先のうち、
経営改善提案を行っている先の割合は19.1%で、

本業支援先606先のうち103先で経営改善が見ら
れました。
また、本業支援に関連して信金中央金庫やひょう
ご産業活性化センター等の外部機関を活用した先数
は152先、兵庫県よろず支援拠点や各種補助金等
の中小企業支援策を活用して支援を行った先数は
100先となりました。

■「中小企業経営力強化支援法」に基づく経営革新
等支援機関として、補助金申請支援を始めとし
た支援
当金庫は平成24年11月5日に同支援機関に認
定され、金庫に在籍する中小企業診断士を中心とし
たチームで認定支援機関として兵庫県中小企業再生
支援協議会や兵庫県経営改善支援センター事業に積
極的に取り組み、企業の経営改善を支援しています。
また、認定支援機関として国の補助金等の施策に
ついて顧客企業への周知と事業計画書づくりのサ
ポートを行い、多くのものづくり補助金採択企業を
支援しました。

■B  成長段階における支援
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※法人で財務データ登録の無い先または個人事業主は、先数・融資残高の合計のみ計上

10,223先 585先 576先 3,830先 350先 371先

3,489億円 144億円 313億円 2,115億円 116億円 283億円

全与信先

ライフステージ別の
与信先数

与信先に係る事業年度末の
融資残高

創業期 成長期 安定期 低迷期 再生期
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（令和3年3月末）
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また、認定支援機関として国の補助金等の施策に
ついて顧客企業への周知と事業計画書づくりのサ
ポートを行い、多くのものづくり補助金採択企業を
支援しました。

■B  成長段階における支援
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当金庫が事業性評価に基づく融資を行っている与信先数及び融資額、
及び、全与信先数及び全融資額に占める割合（先数単体ベース）

経営者保証に関するガイドラインの活用先数、及び、全与信先数に占める割合

■中小企業支援ネットワークの設置

中小企業の経営支援のための政策パッケージの一
環として、全都道府県に「中小企業支援ネットワー
ク」を設置し、参加機関が連携して中小企業・小規模
事業者の経営改善・事業再生等の支援を行うこととさ
れています。これを受け、兵庫県では信用保証協会
が事務局となって、36機関が参画する「兵庫県地域
支援金融会議」が平成24年10月に設置されました。
当金庫は同会議に参画し、定期的な情報交換会や
研修会へ参加し、経営改善・事業再生ノウハウの向上
に努めるとともに、個別の中小企業・小規模事業者の
支援の方向性を検討する枠組み（経営サポート会議）な
どを通じて、顧客企業へ経営改善等の支援を行って
まいります。

■地域や利用者に対する積極的な情報発信

当金庫の地域密着型金融や地域貢献活動の取組み
に関する様々な情報をホームページ、ディスクロー
ジャー誌等の各種媒体を通じて積極的に発信し続け
ることで、地域や利用者の方々により一層の理解を
深めていただけるよう努めてまいります。

■経営改善計画策定支援やモニタリングによる
経営改善支援
貸付条件等の見直しにより、経営改善計画策定が
必要な支援企業については、営業店が改善計画策定
等の支援、策定した計画の進捗等のモニタリングを
行っています。その情報は本部と共有し、必要に応
じて本部担当者が支援企業へのフォローを実施して
います。
当金庫が貸付条件の見直しを行っている先は445
先で、経営改善計画の進捗については「好調」が30
先（6.7%）、「順調」が172先（38.7%）となっています。
令和2年度は125先の支援先を対象に経営改善支
援に取り組み、支援先の業績向上、経営の安定、事
業継続のための計画策定等の支援を行いました。
　　

■兵庫県中小企業再生支援協議会や経営改善
支援センター等外部機関等との連携による経営
改善・事業再生の支援
支援企業の経営改善の実効性を高めるため、必要
に応じて中小企業再生支援協議会等外部機関と連携
して支援を行っています。
令和2年度の兵庫県中小企業再生支援協議会の利
用先数は33先となりました。また、中小企業の経
営支援事業として、お客さまの経営改善計画書の策
定を支援するだけでなく、計画の進捗を支援するた
めの会議「経営改善モニタリング会」を、兵庫県中小
企業再生支援協議会・兵庫県信用保証協会・他の金融
機関の協力を得て例年開催しておりましたが、令和
2年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響で当該
モニタリング会は開催しておりません。

（令和3年3月末）

（令和3年3月末）

上記計数の全与信先数及び全融資額に占める割合　 0.3% 2.4%

事業性評価に基づく融資を行っている与信先数及び融資額 35先 82億円

10,223先 5,002先 48.9%

全与信先数 ●① ガイドライン活用先数 ●② ●② ／ ●①

※平成30年3月末からは、事業性評価シートを作成した先のみを集計

■顧客企業のライフステージに応じた提案ができる人材の育成
経営改善支援などコンサルティング機能を発揮で
きる人材育成を目指す研修・勉強会等を継続的に実施
しています。
令和2年度は新型コロナウイルス感染防止の観点
から集合研修の開催を制限したうえで、通信講座を
活用した「事業性評価人材養成研修」や「事業承継研
修」など、お客さまの本業支援に関連するコンサル
ティング能力の底上げに向けた研修等を8回実施し、
延べ39名が参加しました。

金融仲介に関する取組み状況

担保・保証依存の融資姿勢からの転換
当金庫では地域活性化のため目利き力を発揮して、企業の事業内容や成長可能性等を適切に評価し、
様々なライフステージにある企業の課題解決に向けた取組みを行っています。

地域の活性化に関する取組み状況

■C  経営改善・事業再生・業種転換等の支援

■D  コンサルティング機能発揮のための人材育成

しんきん食のオンライン商談会

女性交流会のオンライン開催
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当金庫が事業性評価に基づく融資を行っている与信先数及び融資額、
及び、全与信先数及び全融資額に占める割合（先数単体ベース）

経営者保証に関するガイドラインの活用先数、及び、全与信先数に占める割合

■中小企業支援ネットワークの設置

中小企業の経営支援のための政策パッケージの一
環として、全都道府県に「中小企業支援ネットワー
ク」を設置し、参加機関が連携して中小企業・小規模
事業者の経営改善・事業再生等の支援を行うこととさ
れています。これを受け、兵庫県では信用保証協会
が事務局となって、36機関が参画する「兵庫県地域
支援金融会議」が平成24年10月に設置されました。
当金庫は同会議に参画し、定期的な情報交換会や
研修会へ参加し、経営改善・事業再生ノウハウの向上
に努めるとともに、個別の中小企業・小規模事業者の
支援の方向性を検討する枠組み（経営サポート会議）な
どを通じて、顧客企業へ経営改善等の支援を行って
まいります。

■地域や利用者に対する積極的な情報発信

当金庫の地域密着型金融や地域貢献活動の取組み
に関する様々な情報をホームページ、ディスクロー
ジャー誌等の各種媒体を通じて積極的に発信し続け
ることで、地域や利用者の方々により一層の理解を
深めていただけるよう努めてまいります。

■経営改善計画策定支援やモニタリングによる
経営改善支援
貸付条件等の見直しにより、経営改善計画策定が
必要な支援企業については、営業店が改善計画策定
等の支援、策定した計画の進捗等のモニタリングを
行っています。その情報は本部と共有し、必要に応
じて本部担当者が支援企業へのフォローを実施して
います。
当金庫が貸付条件の見直しを行っている先は445
先で、経営改善計画の進捗については「好調」が30
先（6.7%）、「順調」が172先（38.7%）となっています。
令和2年度は125先の支援先を対象に経営改善支
援に取り組み、支援先の業績向上、経営の安定、事
業継続のための計画策定等の支援を行いました。
　　

■兵庫県中小企業再生支援協議会や経営改善
支援センター等外部機関等との連携による経営
改善・事業再生の支援
支援企業の経営改善の実効性を高めるため、必要
に応じて中小企業再生支援協議会等外部機関と連携
して支援を行っています。
令和2年度の兵庫県中小企業再生支援協議会の利
用先数は33先となりました。また、中小企業の経
営支援事業として、お客さまの経営改善計画書の策
定を支援するだけでなく、計画の進捗を支援するた
めの会議「経営改善モニタリング会」を、兵庫県中小
企業再生支援協議会・兵庫県信用保証協会・他の金融
機関の協力を得て例年開催しておりましたが、令和
2年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響で当該
モニタリング会は開催しておりません。

（令和3年3月末）
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上記計数の全与信先数及び全融資額に占める割合　 0.3% 2.4%

事業性評価に基づく融資を行っている与信先数及び融資額 35先 82億円

10,223先 5,002先 48.9%

全与信先数 ●① ガイドライン活用先数 ●② ●② ／ ●①

※平成30年3月末からは、事業性評価シートを作成した先のみを集計

■顧客企業のライフステージに応じた提案ができる人材の育成
経営改善支援などコンサルティング機能を発揮で
きる人材育成を目指す研修・勉強会等を継続的に実施
しています。
令和2年度は新型コロナウイルス感染防止の観点
から集合研修の開催を制限したうえで、通信講座を
活用した「事業性評価人材養成研修」や「事業承継研
修」など、お客さまの本業支援に関連するコンサル
ティング能力の底上げに向けた研修等を8回実施し、
延べ39名が参加しました。

金融仲介に関する取組み状況

担保・保証依存の融資姿勢からの転換
当金庫では地域活性化のため目利き力を発揮して、企業の事業内容や成長可能性等を適切に評価し、

様々なライフステージにある企業の課題解決に向けた取組みを行っています。

地域の活性化に関する取組み状況

■C  経営改善・事業再生・業種転換等の支援
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その他

駅前支店ではコロナ禍で
中止となった「姫路ゆかた
まつり」の期間に、少しでも
お客さまに明るい気持ちを
お届けしたいという思いよ
り、浴衣営業を行いました。

普通預金をお持ちのお客さまを対象に、いつでもどこ
でも入出金や残高をスマートフォンで確認いただける
通帳レスサービス（しんきん通帳アプリ）を導入しました。

感染症対策への取組み

お客さまに安心してご利用いただけるよう、営業
店窓口への飛沫防止パネルの設置、職員のマスク着用、
ATMタッチパネル用抗ウイルス・抗菌フィルムの設置、
手指消毒等を行い、感染拡大防止に努めています。

姫路市のプロジェクトが当金庫の推薦で
「SCBふるさと応援団」に選ばれました

姫路市の「こころとからだと農業を元気にする『ハーブ
の里山プロジェクト』」を信金中央金庫の「SCBふるさと
応援団」の対象事業に推薦し、同事業が対象事業として
選定され、寄附金1,000万円が姫路市へ贈呈されました。
当金庫は、今後も姫路市との連携をより強化し、地域
経済の活性化に向けた取組みを推進していきます。

〈ひめしん〉では地域経済の活性化に向けた取組みのほか、地域の文化・
芸術活動等のサポートをはじめとする様々な活動を行っています。

Himeshin Disclosure 2021

お取引先への支援・地域貢献活動／文化・社会貢献活動、地域交流

令和2年度の取組み

情報誌「ひめしんSmile」・
〈ひめしん景況レポート〉

お取引先の紹介や生活・文化・レクリエーションなどを
掲載した「ひめしんSmile」は17年目を迎えました。
また、約450社の景気動向調査結果 〈ひめしん景況レ
ポート〉を発信しております。
どちらも当金庫のホームページからでもご覧いただけ

ます。

学生の就業体験の
受入れ

学生の皆さんに信用金庫
への理解を深め、仕事のや
りがいや面白さを実感して
いただくことを目的として、
11月・12月に計9回の就業
体験を実施しました。

「公益財団法人 三宅正太郎育英会」への支援

昭和38年、大学生に対する奨学金の支給を目的として公益
財団法人 三宅正太郎育英会が設立され、〈ひめしん〉では、設
立時から財団の活動を支援し、人材の育成に貢献しております。

グループワーク

講義の様子

子供の詩 有本芳水賞

姫路で生まれ、大正時代の少年少女に愛され
た抒情詩人・有本芳水を顕彰し、地域の子供た
ちの情操を高めることを目的に創設した「子供
の詩 有本芳水賞」は、今回で32回目を迎えま
した。毎年、播磨一円の小学校から児童の詩を
募集し、一万点を超える応募作品の中から、最
優秀賞を含めた優秀な作品を表彰しています。

ハイカウンターパネルと
消毒液の設置

タッチパネルの感染症対策

　座席間隔の確保

受賞作品を収めた
記念詩集

•「Android」「Google Play」は、Google Inc. の商標または登録商標です。
•「iPhone」「App Store」は、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標または登録商標です。

環境保全に配慮した粗品袋
の使用を始めました。従来の
石油由来のレジ袋と比べ、燃
やした時に二酸化炭素の排出
量を減らすことを目的とした
バイオマスマーク認定商品です。
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その他
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した。毎年、播磨一円の小学校から児童の詩を
募集し、一万点を超える応募作品の中から、最
優秀賞を含めた優秀な作品を表彰しています。
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消毒液の設置

タッチパネルの感染症対策

　座席間隔の確保

受賞作品を収めた
記念詩集

•「Android」「Google Play」は、Google Inc. の商標または登録商標です。
•「iPhone」「App Store」は、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標または登録商標です。
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の使用を始めました。従来の
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量を減らすことを目的とした
バイオマスマーク認定商品です。
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わたしたち〈ひめしん〉は大切な個人情報を守ります。
当金庫は、お客さまからの信頼を第一と考え、個人情報の適切な保護と利用を図る
ために、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）および金融分野におけ
る個人情報保護に関するガイドライン、その他関係法令等を遵守するとともに、そ
の継続的な改善に努めます。また、個人情報の機密性・正確性の確保に努めます。

適切な利益相反管理を行います。
わたしたち〈ひめしん〉は、お客さまとの取引
にあたり、お客さまの利益が不当に害される
おそれのある取引を適切に管理し、お客さま
の利益の保護に努めてまいります。

お問い合わせ窓口  ｜  姫路信用金庫 お客さまセンター

住　  所 ：〒670-8652　姫路市十二所前町105番地
電話番号 ：　   0120-307-860
F  A  X  ：079-284-6848
E メール ：info@himeshin.co.jp
ホームページ：https://www.shinkin.co.jp/himeshin/

中小企業金融円滑化法は平成25年3月31日に期限を迎えましたが、
法期限到来後も当金庫における基本方針は何ら変わるものではありません。

■1  当金庫は、法令やルールを厳正に遵守し、社会規範に則り、誠実かつ公正な企業活動を遂行します。また、お客さまの正
当な利益の保護や利便性の向上にむけて継続的な取組みを行
ってまいります。

■2  当金庫は、お客さまへの説明を要するすべての取引や商品について、そのご理解やご経験、ご資産の状況等に応じた適正
な情報提供と商品説明を行います。

■3  当金庫は、お客さまからのご意見や苦情については、公正・迅速・誠実に対応し、お客さまのご理解と信頼を得られるよう努
めるとともに、お客さまの正当な利益が保護されるように努
めてまいります。また職員への教育・研修に努めてまいります。

■4  当金庫は、お客さまの情報を適正かつ適法な手段で取得し、法令等で定める場合を除き利用目的の範囲を超えた取扱いや
お客さまの同意を得ることなく外部への提供を行いません。
またお客さまの情報を正確に保つよう努めるとともに、情報
への不正なアクセスや情報の流失・紛失等の防止のため、必要
かつ適切な措置を講じてまいります。

■5  当金庫が行う業務を外部業者に委託するにあたっては、お客さまの情報の管理やお客さまへの対応が適切に行われるよう
努めてまいります。

＊本方針において「お客さま」とは、「当金庫の利用者および利用者となろうとする方」
を意味しております。
＊お客さま保護の必要性のある業務は、与信取引、預金等の受入れ、金融商品の販売、
仲介、募集等のお客さまと当金庫との間で行われるすべての取引に関する業務です。

なお、お客さまからのご意見・苦情は、営業店および次のお問い合
わせ窓口までお申し出ください。

■1  当金庫は、お客さまの知識、経験、財産の状況および当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、適正な
情報の提供と商品説明をいたします。

■2  金融商品の選択・購入は、お客さまご自身の判断によってお決めいただきます。その際、当金庫は、お客さまに適正な判断
をしていただくために、当該金融商品の重要事項について説
明をいたします。

■3  当金庫は、誠実・公正な勧誘を心掛け、お客さまに対し事実と異なる説明をしたり、誤解を招くことのないよう、研修等を
通じて役職員の知識の向上に努めます。

■4  当金庫は、お客さまにとって不都合な時間帯や迷惑な場所での勧誘は行いません。

■5  金融商品の販売等に係る勧誘についてご意見やお気づきの点等がございましたら、お近くの窓口までお問い合わせください。
（注）当金庫は、確定拠出年金運営管理機関として、確定拠出年金法上の『企業型年

金に係る運営管理業務のうち運用の方法の選定及び加入者等に対する提示の業
務』および『個人型年金に係る運営管理機関の指定もしくは変更』に関しても本
勧誘方針を準用いたします。

また当金庫では、生命保険・損害保険商品の適切な募集を行うため
の方針として、別途「保険募集指針」を定め、お客さまに保険商品
をお勧めするにあたり、各種法令等を遵守し適正な保険募集に努め
ております。

■1  取組み方針
地域の中小企業および個人のお客さまへの安定した資金供給は、
事業地域が限定された協同組織金融機関である信用金庫にとって、
最も重要な社会的使命です。
私どもは、お客さまからの資金需要や貸付条件の変更等のお申込
みがあった場合には、これまでと同様、お客さまの抱えている問題
を十分に把握したうえで、その解決に向けて真摯に取り組みます。

■2  金融円滑化措置の円滑な実施に向けた態勢整備
当金庫は、上記取組み方針を適切に実施するため、以下のとおり、
必要な態勢整備を図っております。
●理事会において、本基本方針および金融円滑化管理方針を策定し、
常務会において、金融円滑化管理規程を策定しております。また、
金融円滑化向上委員会を設置し、委員長を金融円滑化統括責任者
としております。

●お客さまに対する経営相談・経営指導および経営改善のための支
援を行うため、営業店と本部の経営改善支援担当者が連携して取
組みを行います。

●お客さまの事業価値を見極める能力（目利き力）を向上させるため、
総務部において、融資の現場の職員に対し、目利き力養成研修、
企業調査セミナーを実施しております。

■3  他の金融機関等との緊密な連携
当金庫は、複数の金融機関から借入れを行っているお客さまから
貸付条件の変更等の申し出があった場合など、他の金融機関や信用
保証協会等と緊密な連携を図る必要が生じたときは、守秘義務に留
意しつつ、お客さまの同意を得たうえで、これらの関係機関と情報
の確認・照会を行うなど、緊密な連携を図りながら地域金融の円滑
化に努めてまいります。

中小企業金融円滑化法の
期限到来後の対応について

■1  当金庫は、反社会的勢力との取引を含めた関係を遮断し、不当要求に対しては断固として拒絶します。

■2  当金庫は、反社会的勢力による不当要求に対し、職員の安全を確保しつつ組織として対応し、迅速な問題解決に努めます。

■3  当金庫は、反社会的勢力に対して資金提供、不適切・異例な取引および便宜供与は行いません。

■4  当金庫は、反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察、暴力追放運動推進センター、弁護士などの外部専門機
関と緊密な連携関係を構築します。

■5  当金庫は、反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対抗措置を講じる等、断固たる態度で対
応します。

〈ひめしん〉について
Himeshin Disclosure 2021

〈ひめしん〉の考え方

ご相談について

1.対象となる
お 客 さ ま

2.ご相談内容

3.ご相談窓口

＊なお、貸付条件の変更等に関する苦情相談は、次の相談窓口をご利用ください。
　姫路信用金庫 お客さまセンター　　 0120-261-276

・企業や個人事業主の方　
・住宅ローンをご利用のお客さま
・企業や個人事業主の方の「資金繰りの安定化」や「ご返
済条件の見直し」などのご相談
・住宅ローンをご利用のお客さまについては、現在の
ご収入に応じた「ご返済方法の見直し」などのご相談
・その他、信用保証制度（条件変更対応保証制度）に関
する事項など
姫路信用金庫 全店窓口による受付　平日 午前9：00～午後3：00
 全店電話による受付　平日 午前9：00～午後5：00
住宅ローンに 電話による受付 平日 午前9：00～午後5：00
関するご相談 ローンセンター　　　　 0120-002-260
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コンプライアンスの徹底
コンプライアンス重視の経営姿勢を全役職員に浸透させ、
コンプライアンスの徹底に取り組みます。

リスク管理の強化
リスク管理は金融機関経営の最重要課題の一つである
という認識のもと、リスク管理の高度化に取り組みます。

基 本 理 念
われわれは、地域社会の住民生活と産業経済の発展に奉仕しよう

われわれは、伝統ある〈ひめしん〉の伸展に努力しよう
われわれは、自らの教養を高め品位ある人間となろう

つまり、「地域社会に貢献し共生する」という使命を胸に、金融の円滑化、金融及び
知的サービスの提供を通じて、われわれの生活の場でもある地域社会の発展に貢献いたします。
時代が移り、環境がどのように変わろうとも、わたしたち〈ひめしん〉の思いはいつも同じです。

わたしたち〈ひめしん〉は、お客さまの利益を保護し利便性の向上を図るため、
顧客保護に努めてまいります。顧客保護等管理方針 わたしたち〈ひめしん〉は、「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、金融

商品の販売等に際しては、下記の事項を遵守し、勧誘の適正の確保を図ります。金融商品に係る勧誘方針

わたしたち〈ひめしん〉は、基本理念をもとにお客さま・地域社会に適切な金融サービスを提供します。

わたしたち〈ひめしん〉は、地域の中小企業および個人のお客さまに必要な
資金を安定的に供給し、地域経済の発展に寄与するため、以下の方針に基づき、
地域金融の円滑化に全力を傾注して取り組んでまいります。

地域金融円滑化のための
基本方針

わたしたち〈ひめしん〉は、社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・
社会の発展を妨げる反社会的勢力との関係を遮断するため、以下のとおり
「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、これを遵守します。

反社会的勢力に対する
基本方針



わたしたち〈ひめしん〉は大切な個人情報を守ります。
当金庫は、お客さまからの信頼を第一と考え、個人情報の適切な保護と利用を図る
ために、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）および金融分野におけ
る個人情報保護に関するガイドライン、その他関係法令等を遵守するとともに、そ
の継続的な改善に努めます。また、個人情報の機密性・正確性の確保に努めます。

適切な利益相反管理を行います。
わたしたち〈ひめしん〉は、お客さまとの取引
にあたり、お客さまの利益が不当に害される
おそれのある取引を適切に管理し、お客さま
の利益の保護に努めてまいります。

お問い合わせ窓口  ｜  姫路信用金庫 お客さまセンター

住　  所 ：〒670-8652　姫路市十二所前町105番地
電話番号 ：　   0120-307-860
F  A  X  ：079-284-6848
E メール ：info@himeshin.co.jp
ホームページ：https://www.shinkin.co.jp/himeshin/

中小企業金融円滑化法は平成25年3月31日に期限を迎えましたが、
法期限到来後も当金庫における基本方針は何ら変わるものではありません。

■1  当金庫は、法令やルールを厳正に遵守し、社会規範に則り、誠実かつ公正な企業活動を遂行します。また、お客さまの正
当な利益の保護や利便性の向上にむけて継続的な取組みを行
ってまいります。

■2  当金庫は、お客さまへの説明を要するすべての取引や商品について、そのご理解やご経験、ご資産の状況等に応じた適正
な情報提供と商品説明を行います。

■3  当金庫は、お客さまからのご意見や苦情については、公正・迅速・誠実に対応し、お客さまのご理解と信頼を得られるよう努
めるとともに、お客さまの正当な利益が保護されるように努
めてまいります。また職員への教育・研修に努めてまいります。

■4  当金庫は、お客さまの情報を適正かつ適法な手段で取得し、法令等で定める場合を除き利用目的の範囲を超えた取扱いや
お客さまの同意を得ることなく外部への提供を行いません。
またお客さまの情報を正確に保つよう努めるとともに、情報
への不正なアクセスや情報の流失・紛失等の防止のため、必要
かつ適切な措置を講じてまいります。

■5  当金庫が行う業務を外部業者に委託するにあたっては、お客さまの情報の管理やお客さまへの対応が適切に行われるよう
努めてまいります。

＊本方針において「お客さま」とは、「当金庫の利用者および利用者となろうとする方」
を意味しております。
＊お客さま保護の必要性のある業務は、与信取引、預金等の受入れ、金融商品の販売、
仲介、募集等のお客さまと当金庫との間で行われるすべての取引に関する業務です。

なお、お客さまからのご意見・苦情は、営業店および次のお問い合
わせ窓口までお申し出ください。

■1  当金庫は、お客さまの知識、経験、財産の状況および当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、適正な
情報の提供と商品説明をいたします。

■2  金融商品の選択・購入は、お客さまご自身の判断によってお決めいただきます。その際、当金庫は、お客さまに適正な判断
をしていただくために、当該金融商品の重要事項について説
明をいたします。

■3  当金庫は、誠実・公正な勧誘を心掛け、お客さまに対し事実と異なる説明をしたり、誤解を招くことのないよう、研修等を
通じて役職員の知識の向上に努めます。

■4  当金庫は、お客さまにとって不都合な時間帯や迷惑な場所での勧誘は行いません。

■5  金融商品の販売等に係る勧誘についてご意見やお気づきの点等がございましたら、お近くの窓口までお問い合わせください。
（注）当金庫は、確定拠出年金運営管理機関として、確定拠出年金法上の『企業型年

金に係る運営管理業務のうち運用の方法の選定及び加入者等に対する提示の業
務』および『個人型年金に係る運営管理機関の指定もしくは変更』に関しても本
勧誘方針を準用いたします。

また当金庫では、生命保険・損害保険商品の適切な募集を行うため
の方針として、別途「保険募集指針」を定め、お客さまに保険商品
をお勧めするにあたり、各種法令等を遵守し適正な保険募集に努め
ております。

■1  取組み方針
地域の中小企業および個人のお客さまへの安定した資金供給は、
事業地域が限定された協同組織金融機関である信用金庫にとって、
最も重要な社会的使命です。
私どもは、お客さまからの資金需要や貸付条件の変更等のお申込
みがあった場合には、これまでと同様、お客さまの抱えている問題
を十分に把握したうえで、その解決に向けて真摯に取り組みます。

■2  金融円滑化措置の円滑な実施に向けた態勢整備
当金庫は、上記取組み方針を適切に実施するため、以下のとおり、
必要な態勢整備を図っております。
●理事会において、本基本方針および金融円滑化管理方針を策定し、
常務会において、金融円滑化管理規程を策定しております。また、
金融円滑化向上委員会を設置し、委員長を金融円滑化統括責任者
としております。

●お客さまに対する経営相談・経営指導および経営改善のための支
援を行うため、営業店と本部の経営改善支援担当者が連携して取
組みを行います。

●お客さまの事業価値を見極める能力（目利き力）を向上させるため、
総務部において、融資の現場の職員に対し、目利き力養成研修、
企業調査セミナーを実施しております。

■3  他の金融機関等との緊密な連携
当金庫は、複数の金融機関から借入れを行っているお客さまから
貸付条件の変更等の申し出があった場合など、他の金融機関や信用
保証協会等と緊密な連携を図る必要が生じたときは、守秘義務に留
意しつつ、お客さまの同意を得たうえで、これらの関係機関と情報
の確認・照会を行うなど、緊密な連携を図りながら地域金融の円滑
化に努めてまいります。

中小企業金融円滑化法の
期限到来後の対応について

■1  当金庫は、反社会的勢力との取引を含めた関係を遮断し、不当要求に対しては断固として拒絶します。

■2  当金庫は、反社会的勢力による不当要求に対し、職員の安全を確保しつつ組織として対応し、迅速な問題解決に努めます。

■3  当金庫は、反社会的勢力に対して資金提供、不適切・異例な取引および便宜供与は行いません。

■4  当金庫は、反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察、暴力追放運動推進センター、弁護士などの外部専門機
関と緊密な連携関係を構築します。

■5  当金庫は、反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対抗措置を講じる等、断固たる態度で対
応します。

〈ひめしん〉について
Himeshin Disclosure 2021

〈ひめしん〉の考え方

ご相談について

1.対象となる
お 客 さ ま

2.ご相談内容

3.ご相談窓口

＊なお、貸付条件の変更等に関する苦情相談は、次の相談窓口をご利用ください。
　姫路信用金庫 お客さまセンター　　 0120-261-276

・企業や個人事業主の方　
・住宅ローンをご利用のお客さま
・企業や個人事業主の方の「資金繰りの安定化」や「ご返
済条件の見直し」などのご相談
・住宅ローンをご利用のお客さまについては、現在の
ご収入に応じた「ご返済方法の見直し」などのご相談
・その他、信用保証制度（条件変更対応保証制度）に関
する事項など
姫路信用金庫 全店窓口による受付　平日 午前9：00～午後3：00
 全店電話による受付　平日 午前9：00～午後5：00
住宅ローンに 電話による受付 平日 午前9：00～午後5：00
関するご相談 ローンセンター　　　　 0120-002-260
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コンプライアンスの徹底
コンプライアンス重視の経営姿勢を全役職員に浸透させ、
コンプライアンスの徹底に取り組みます。

リスク管理の強化
リスク管理は金融機関経営の最重要課題の一つである
という認識のもと、リスク管理の高度化に取り組みます。

基 本 理 念
われわれは、地域社会の住民生活と産業経済の発展に奉仕しよう

われわれは、伝統ある〈ひめしん〉の伸展に努力しよう
われわれは、自らの教養を高め品位ある人間となろう

つまり、「地域社会に貢献し共生する」という使命を胸に、金融の円滑化、金融及び
知的サービスの提供を通じて、われわれの生活の場でもある地域社会の発展に貢献いたします。
時代が移り、環境がどのように変わろうとも、わたしたち〈ひめしん〉の思いはいつも同じです。

わたしたち〈ひめしん〉は、お客さまの利益を保護し利便性の向上を図るため、
顧客保護に努めてまいります。顧客保護等管理方針 わたしたち〈ひめしん〉は、「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、金融

商品の販売等に際しては、下記の事項を遵守し、勧誘の適正の確保を図ります。金融商品に係る勧誘方針

わたしたち〈ひめしん〉は、基本理念をもとにお客さま・地域社会に適切な金融サービスを提供します。

わたしたち〈ひめしん〉は、地域の中小企業および個人のお客さまに必要な
資金を安定的に供給し、地域経済の発展に寄与するため、以下の方針に基づき、
地域金融の円滑化に全力を傾注して取り組んでまいります。

地域金融円滑化のための
基本方針

わたしたち〈ひめしん〉は、社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・
社会の発展を妨げる反社会的勢力との関係を遮断するため、以下のとおり
「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、これを遵守します。

反社会的勢力に対する
基本方針
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（ヒガシマル醤油㈱ 会長）（※1）

（弁護士）（※1）
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（釜谷紙業㈱ 社長）（※1）

（公認会計士）

（※2）

組織図　令和3年7月1日現在
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（※１）職員外理事
（※２）信用金庫法第３２条第５項に定める員外監事

コンプライアンス室
■お客さまセンター

営 業 推 進 部
■ローンセンター

総 務 部 ■1  当金庫の理事及び職員の職務の執行が法令及び定
款に適合することを確保するための体制

●法令等遵守の徹底を業務の健全性・適切性を確保するための最重
要課題の一つとして位置付け、法令等遵守に係る当金庫全体の基
本方針として「姫路信用金庫行動綱領」を定めており、全役職員
がこれを遵守いたします。

●法令等遵守を確保する体制として、当金庫の法令等遵守に関する
事項を一元的に管理するコンプライアンス統括部署の設置と、各
業務部署及び営業店毎に「コンプライアンス担当者」を配置し、
コンプライアンス統括部署との連携を図ります。また、適切な状
況把握・対策立案等を実施する体制を整備します。

●内部監査部署は、法令等遵守状況についての監査を実施し、その
結果を常務会に報告します。重大な指摘事項及び経営に重大な影
響を及ぼすコンプライアンス違反は、理事会にも報告します。ま
た、必要に応じて被監査部署及び統括・管理部署に改善すべき事
項の改善を指示し、その実施状況を検証します。

●市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体は、
断固として排除し、利益供与などの不当な要求を拒絶します。

■2  当金庫の理事の職務の執行に係る情報の保存及び
管理に関する体制

●理事の職務の執行に係る情報・文書（電磁的記録を含む）は、法令・
庫内規程等に基づき適切に保存・管理します。

■3  当金庫の損失の危険の管理に関する規程その他の
体制

●適正なリスク管理を実現するため、「リスク管理規程」をリスク管
理の基本規程として策定し、リスクカテゴリー毎にそれぞれのリ
スクの特性等に応じた管理規則等を策定します。

●リスク管理の体制は、当金庫全体のリスク管理統括部署、リスク
カテゴリー毎の主管部署を定め、リスク管理の実効性確保及び相
互牽制機能の強化を図ります。また、統合的にリスクを管理する
体制を整備します。

●内部監査部署は、リスク管理状況についての監査を実施し、その
結果を常務会に報告します。重大な指摘事項及び経営に重大な影
響を及ぼす問題点は、理事会にも報告します。また、必要に応じ
て被監査部署及び統括・管理部署に改善すべき事項の改善を指示
し、その改善状況を検証します。

■4  当金庫の理事の職務の執行が効率的に行われるこ
とを確保するための体制

●理事会を定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催するも
のとし、当金庫の経営方針及び経営戦略に関わる重要な事項につ
いては、予め毎週開催される常勤理事で構成する常務会において
議論を行い、その審議を経て執行決定を行います。

●理事は、会員及び預金者等のステークホルダーの理解を得ること
により、当金庫の事業を効率的に運用するため、経営情報及び地
域貢献活動等の開示を適時適切に行います。

■5  当金庫の監事がその職務を補助すべき職員を置く
ことを求めた場合における当該職員に関する事項

●監事は、監査業務の実効性を確保するため、その職務を補助する
職員の配置を求めることができます。

■6  当金庫の監事の職務を補助すべき職員の当金庫の
理事からの独立性及び当該職員に対する指示の実
効性の確保に関する事項

●監事の職務を補助する職員は、当該監査業務に関して監事の指揮
命令のみに従い、各担当理事の指揮命令を受けません。

■7  当金庫の理事及び職員が当金庫の監事に報告をす
るための体制

●理事及び職員は必要に応じて遅滞無く監事に報告を行います。
●監事はいつでも理事及び職員に対して監査に必要な事項の報告を
求めることができます。

■8  ■7 において当金庫の監事に報告した者が当該報告
をしたことを理由として不利な取扱いを受けない
ことを確保するための体制

●当金庫は、監事への報告を行った者が当該報告をしたことを理由
として、不利な取扱い（人事異動や考課等の人事権に係る事項のほか、
嫌がらせの言動などの報復措置等の一切を含む）を行うことを禁止し、
報告を行った者の職場環境が悪化しないよう適切な措置を講じ
ます。

■9  当金庫の監事の職務の執行について生ずる費用の
前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行に
ついて生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関
する事項

●当金庫は、監事が監査費用の前払や償還に係る請求をしたときは、
速やかに当該費用又は債務を処理します。不祥事発生時等におい
ては、監事が外部の専門家（弁護士、公認会計士等）を利用する
ことを請求した場合、その費用を負担します。

■1  0 その他当金庫の監事の監査が実効的に行われるこ
とを確保するための体制

●監事は、職務を適切に遂行するため、理事、会計監査人、内部監
査部署、コンプライアンス統括部署の管理者等との緊密な連携を
図り、定期的な情報交換を行う等、適正な監査の実施に努めます。

●監事が独自に意見形成するために、弁護士、公認会計士その他の
専門家に依頼する体制を確保します。

〈ひめしん〉は、内部管理システムの構築が業務の健全性・適切性を確保する
ために必要不可欠なものであるとの認識のもとに、本方針に従って継続的に
内部管理システムの整備を進め、その実効性確保に努めてまいります。

内部管理基本方針（抜粋）

Himeshin Disclosure 2021〈ひめしん〉について

組　織
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（空地内科院 院長）（※1）

（釜谷紙業㈱ 社長）（※1）

（公認会計士）

（※2）

組織図　令和3年7月1日現在
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（※１）職員外理事
（※２）信用金庫法第３２条第５項に定める員外監事

コンプライアンス室
■お客さまセンター

営 業 推 進 部
■ローンセンター

総 務 部 ■1  当金庫の理事及び職員の職務の執行が法令及び定
款に適合することを確保するための体制

●法令等遵守の徹底を業務の健全性・適切性を確保するための最重
要課題の一つとして位置付け、法令等遵守に係る当金庫全体の基
本方針として「姫路信用金庫行動綱領」を定めており、全役職員
がこれを遵守いたします。

●法令等遵守を確保する体制として、当金庫の法令等遵守に関する
事項を一元的に管理するコンプライアンス統括部署の設置と、各
業務部署及び営業店毎に「コンプライアンス担当者」を配置し、
コンプライアンス統括部署との連携を図ります。また、適切な状
況把握・対策立案等を実施する体制を整備します。

●内部監査部署は、法令等遵守状況についての監査を実施し、その
結果を常務会に報告します。重大な指摘事項及び経営に重大な影
響を及ぼすコンプライアンス違反は、理事会にも報告します。ま
た、必要に応じて被監査部署及び統括・管理部署に改善すべき事
項の改善を指示し、その実施状況を検証します。

●市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体は、
断固として排除し、利益供与などの不当な要求を拒絶します。

■2  当金庫の理事の職務の執行に係る情報の保存及び
管理に関する体制

●理事の職務の執行に係る情報・文書（電磁的記録を含む）は、法令・
庫内規程等に基づき適切に保存・管理します。

■3  当金庫の損失の危険の管理に関する規程その他の
体制

●適正なリスク管理を実現するため、「リスク管理規程」をリスク管
理の基本規程として策定し、リスクカテゴリー毎にそれぞれのリ
スクの特性等に応じた管理規則等を策定します。

●リスク管理の体制は、当金庫全体のリスク管理統括部署、リスク
カテゴリー毎の主管部署を定め、リスク管理の実効性確保及び相
互牽制機能の強化を図ります。また、統合的にリスクを管理する
体制を整備します。

●内部監査部署は、リスク管理状況についての監査を実施し、その
結果を常務会に報告します。重大な指摘事項及び経営に重大な影
響を及ぼす問題点は、理事会にも報告します。また、必要に応じ
て被監査部署及び統括・管理部署に改善すべき事項の改善を指示
し、その改善状況を検証します。

■4  当金庫の理事の職務の執行が効率的に行われるこ
とを確保するための体制

●理事会を定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催するも
のとし、当金庫の経営方針及び経営戦略に関わる重要な事項につ
いては、予め毎週開催される常勤理事で構成する常務会において
議論を行い、その審議を経て執行決定を行います。

●理事は、会員及び預金者等のステークホルダーの理解を得ること
により、当金庫の事業を効率的に運用するため、経営情報及び地
域貢献活動等の開示を適時適切に行います。

■5  当金庫の監事がその職務を補助すべき職員を置く
ことを求めた場合における当該職員に関する事項

●監事は、監査業務の実効性を確保するため、その職務を補助する
職員の配置を求めることができます。

■6  当金庫の監事の職務を補助すべき職員の当金庫の
理事からの独立性及び当該職員に対する指示の実
効性の確保に関する事項

●監事の職務を補助する職員は、当該監査業務に関して監事の指揮
命令のみに従い、各担当理事の指揮命令を受けません。

■7  当金庫の理事及び職員が当金庫の監事に報告をす
るための体制

●理事及び職員は必要に応じて遅滞無く監事に報告を行います。
●監事はいつでも理事及び職員に対して監査に必要な事項の報告を
求めることができます。

■8  ■7 において当金庫の監事に報告した者が当該報告
をしたことを理由として不利な取扱いを受けない
ことを確保するための体制

●当金庫は、監事への報告を行った者が当該報告をしたことを理由
として、不利な取扱い（人事異動や考課等の人事権に係る事項のほか、
嫌がらせの言動などの報復措置等の一切を含む）を行うことを禁止し、
報告を行った者の職場環境が悪化しないよう適切な措置を講じ
ます。

■9  当金庫の監事の職務の執行について生ずる費用の
前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行に
ついて生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関
する事項

●当金庫は、監事が監査費用の前払や償還に係る請求をしたときは、
速やかに当該費用又は債務を処理します。不祥事発生時等におい
ては、監事が外部の専門家（弁護士、公認会計士等）を利用する
ことを請求した場合、その費用を負担します。

■1  0 その他当金庫の監事の監査が実効的に行われるこ
とを確保するための体制

●監事は、職務を適切に遂行するため、理事、会計監査人、内部監
査部署、コンプライアンス統括部署の管理者等との緊密な連携を
図り、定期的な情報交換を行う等、適正な監査の実施に努めます。

●監事が独自に意見形成するために、弁護士、公認会計士その他の
専門家に依頼する体制を確保します。

〈ひめしん〉は、内部管理システムの構築が業務の健全性・適切性を確保する
ために必要不可欠なものであるとの認識のもとに、本方針に従って継続的に
内部管理システムの整備を進め、その実効性確保に努めてまいります。

内部管理基本方針（抜粋）

Himeshin Disclosure 2021〈ひめしん〉について

組　織



職業別 年代別 業種別

第111期通常総代会の決議事項
令和3年6月21日開催の
第111期通常総代会において、
右の事項が付議され、それぞ
れ原案のとおり承認可決され
ました。業種別

総 代
会員の総意を
適正に反映する
ための制度

総代の氏名等　定数130人 令和3年6月1日現在129人

総代の属性別構成比　※業種別の構成比は、法人・法人代表者、個人事業主に限る。

1区　65人 2区　17人 3区　24人 4区　23人

50音順（敬称略）

※氏名等の掲載につきましては、ご本人からの同意をいただいております。※氏名の後の数字は総代への就任回数

総代が選任されるまでの手続き

総代の氏名を事務所の店頭に1週間以上掲示
任期は掲示日から3年

選任区域の会員数の1/3以上の会員から異議の
申出があった総代候補者

当該総代候補者の数
が選任区域の総代定
数の1/2未満のとき

欠員とし再選考しない
ことができる

会員から異議がない場合
選任区域の会員数の1/3未満の会員から
異議の申出があった総代候補者

異議申出期間（公告後2週間以内）

総代の選任区域

姫路市

相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、朝来市、神崎郡、
揖保郡、赤穂郡、佐用郡
加古川市、高砂市、西脇市、小野市、加西市、加東市、
加古郡

明石市、三木市、神戸市、芦屋市、西宮市、三田市

1区

2区

3区

4区

総代会制度のしくみ

■1総代会の決議により、会員の中から選
考委員を選任する

■2選考委員会を開催のうえ、選考基準に基
づき、選考委員が総代候補者を選考する

総代会

会 員

総代候補者の氏名を、1週間以上事務所の店頭に掲示 左記掲示について神戸新聞に公告

■1  総代候補者　　 選考委員の選任

■2  総代候補者　　 の選考

■3  総代の選任
当矢燐寸㈱⑰
安達正紀②
飯田末弘③
伊賀　広③
伊賀義高⑤
伊東成幸②
井上　拓④
井上義治⑥
上野英之⑤
㈱内海商店①
永川仁秀⑥
榮藤　煇⑨
大西政一⑥
岡田兼明④
岡本昌典⑥
尾上和幸⑥
梶原敏樹③

鎌谷正弘⑥
河部貞和⑥
㈱神崎組①
神﨑　保⑰
㈱北村工務店①
合田兼久⑤
小林義昭⑤
齊藤淳泰⑤
塩谷宜資⑪
篠原正泰⑥
柴田和久⑥
白石千恵①
（医）清良会 書写病院①
㈱瀬戸電機工作所①
船場印刷㈱①
高島軍治⑧
髙原　茂⑤

竹田佑一⑧
多胡康敬⑤
田中康博⑧
谷井秀彰④
田村通茂③
田村康隆⑧
富永充治⑥
中島宣行③
㈱中塚木材商店①
中村彰一郎⑥
日本電研工業㈱①
野瀬　操④
㈱乃むら木材①
長谷川雄三⑥
濱口浩平⑤
濱田真輔③
姫路合同貨物自動車㈱①

福田善之⑤
福永征秀⑥
フジコー㈱⑤
藤田昭人⑥
藤永伊兵衛④
寳角幸彦⑥
㈱ホリエ①
前田浩志②
丸魚水産㈱①
三木正義⑥
水田裕一郎①
山本心一④
横田昌彦⑥
横野修三②

井河原産業㈱①
イトメン㈱①
官野英彦⑥
小山惠生③
西播通運㈱①
高田真也②
武本　尚②
龍野運送㈱①
玉越鉄工㈱①
ヒガシマル食品㈱⑰
三木研司⑥
水本由幸⑦
宮内康友⑤
森口製粉製麺㈱③
森田文藏⑥
山口恭弘④
横尾洋一⑥

板井　敏⑤
乾　雅雄②
大庫俊介②
大庫正三①
大辻利弘④
北浦義昌②
木下正隆②
上月和洋⑥
小谷正博⑥
㈱シルバーロイ①
㈱曽根鋳造所①
田中貞重⑥
中田美晴②
西川隆雄⑥
橋工芸㈱①
松本浩一⑥
松本義隆③

丸山印刷㈱①
御縞篤男①
三宅俊宏⑥
宮崎良平④
モリス㈱①
柳田祐一⑤
横山和永⑤

赤澤功太郞①
池内　勝⑥
石井和雄⑥
板井俊憲⑥
井上知久②
梅田義彦④
太田倫彦⑥
大西範行⑥
岡田紹宏③
北村喜三郎⑥
黒田幸雄④
澤田茂樹②
庄司尚登①
竹内良明⑥
田中常雄①
田村公一③
豊田　勝④

中村　繁⑥
名田健吾③
宮本勲茂②
山下尚高⑥
山野正豊②
和光運輸㈱①

地区を4区の選任区域に分け、各選任区域ごとに総代の定数を定める

選考委員の氏名を事務所の店頭に掲示

総代とその選任方法

⒈ 総代の任期・定数
●総代の任期は3年です。
●総代の定数は、120人以上150人以下で、会員数に応じて各選任区域ごとに定められております。

⒉ 総代の選任方法
総代は、会員の代表として、会員の総意を当金庫の経営に反映する重要な役割を担っております。
そこで総代の選考は、総代候補者選考基準に基づき、次の３つの手続きを経て選任されます。
■1 総代会の決議により、会員の中から総代候補者選考委員を選任する。
■2 選考委員会を開催のうえ、総代候補者選考委員が総代候補者を選考する。
■3 上記■2 により選考された総代候補者を会員が信任する（異議があれば申し立てる）。

総代会の決議により、選任区域ごとに会員のうちから選考委員を委嘱

法人・法人代表者
79.0%

個人事業主
1.5%
元法人代表者
15.5%

個人
3.8%

70代以上
43.4%

30代
1.5%
40代
5.4%
50代
20.9%
60代
28.6%

製造業
36.5%

情報通信業 0.9%
小売業 3.8%

卸売業
22.1%

運輸業・郵便業
         7.6%

不動産業 8.6%

各種サービス
      7.6%

建設業 12.5%

総代会制度について
信用金庫は、会員同士の「相互信頼」と「互恵」の精神

を基本理念に、会員一人一人の意見を最大の価値とする
協同組織金融機関です。したがって、会員は出資口数に
関係なく、一人一票の議決権を持ち、総会を通じて当金
庫の経営に参加することとなります。しかし、当金庫で
は、会員数がたいへん多く、総会の開催は事実上不可能
です。そこで、当金庫では、会員の総意を適正に反映し、
充実した審議を確保するため、総会に代えて総代会制度
を採用しております。
この総代会は、決算、取扱業務の決定、理事・監事の

選任等の重要事項を決議する最高意思決定機関です。し
たがって、総代会は、総会と同様に、会員一人一人の意
見が当金庫の経営に反映されるよう、会員の中から適正
な手続きにより選任された総代により運営されます。
また、当金庫では、総代会に限定することなく、日常の

事業活動を通じて、総代や会員とのコミュニケーション
を大切にし、様々な経営改善に取り組んでおります。
なお、総代会の運営に関するご意見やご要望につきま

しては、お近くの営業店までお寄せください。 理事長に報告

16 17

■3総代候補者の氏名を事務所の店頭に掲示し、所定
の手続きを経て、会員の代表として総代を委嘱

総代候補者選考基準     
資格要件：
当金庫の会員であること
適格要件：
1.金庫の総代として相応しい見
識を有している者

2.良識をもって正しい判断がで
きる者

3.人格に優れ金庫の理念・使命
をよく理解している者

4.その他総代選考委員が適格と認
めた者

総代候補者

選考委員

選考委員が総代候補者を選考

決算に関する事項、
理事・監事の選任等
重要事項の決定

理事長は総代候補者を総代に委嘱

選考委員は他の
候補者を選考する

報 告 事 項

決 議 事 項

第111期（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）業務報告、
貸借対照表及び損益計算書の内容報告の件
第１号議案　第111期剰余金処分案承認の件
第２号議案　総代候補者選考委員選任の件
第３号議案　定款一部変更の件
第４号議案　定款第15条に基づく会員の法定脱退（除名）の件
第５号議案　理事13名選任の件
第６号議案　退任理事及び退任監事に対する退職慰労金贈呈の件 

当該総代候補者の数
が選任区域の総代定
数の1/2以上のとき

個人

個人事業

元

法人

30代

40代

50代

60代

70代

情報

小売

運輸

各種

不動産

建設

卸売

製造

総代会制度

Himeshin Disclosure 2021〈ひめしん〉について



職業別 年代別 業種別

第111期通常総代会の決議事項
令和3年6月21日開催の
第111期通常総代会において、
右の事項が付議され、それぞ
れ原案のとおり承認可決され
ました。業種別

総 代
会員の総意を
適正に反映する
ための制度

総代の氏名等　定数130人 令和3年6月1日現在129人

総代の属性別構成比　※業種別の構成比は、法人・法人代表者、個人事業主に限る。

1区　65人 2区　17人 3区　24人 4区　23人

50音順（敬称略）

※氏名等の掲載につきましては、ご本人からの同意をいただいております。※氏名の後の数字は総代への就任回数

総代が選任されるまでの手続き

総代の氏名を事務所の店頭に1週間以上掲示
任期は掲示日から3年

選任区域の会員数の1/3以上の会員から異議の
申出があった総代候補者

当該総代候補者の数
が選任区域の総代定
数の1/2未満のとき

欠員とし再選考しない
ことができる

会員から異議がない場合
選任区域の会員数の1/3未満の会員から
異議の申出があった総代候補者

異議申出期間（公告後2週間以内）

総代の選任区域

姫路市

相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、朝来市、神崎郡、
揖保郡、赤穂郡、佐用郡
加古川市、高砂市、西脇市、小野市、加西市、加東市、
加古郡

明石市、三木市、神戸市、芦屋市、西宮市、三田市

1区

2区

3区

4区

総代会制度のしくみ

■1総代会の決議により、会員の中から選
考委員を選任する

■2選考委員会を開催のうえ、選考基準に基
づき、選考委員が総代候補者を選考する

総代会

会 員

総代候補者の氏名を、1週間以上事務所の店頭に掲示 左記掲示について神戸新聞に公告

■1  総代候補者　　 選考委員の選任

■2  総代候補者　　 の選考

■3  総代の選任
当矢燐寸㈱⑰
安達正紀②
飯田末弘③
伊賀　広③
伊賀義高⑤
伊東成幸②
井上　拓④
井上義治⑥
上野英之⑤
㈱内海商店①
永川仁秀⑥
榮藤　煇⑨
大西政一⑥
岡田兼明④
岡本昌典⑥
尾上和幸⑥
梶原敏樹③

鎌谷正弘⑥
河部貞和⑥
㈱神崎組①
神﨑　保⑰
㈱北村工務店①
合田兼久⑤
小林義昭⑤
齊藤淳泰⑤
塩谷宜資⑪
篠原正泰⑥
柴田和久⑥
白石千恵①
（医）清良会 書写病院①
㈱瀬戸電機工作所①
船場印刷㈱①
高島軍治⑧
髙原　茂⑤

竹田佑一⑧
多胡康敬⑤
田中康博⑧
谷井秀彰④
田村通茂③
田村康隆⑧
富永充治⑥
中島宣行③
㈱中塚木材商店①
中村彰一郎⑥
日本電研工業㈱①
野瀬　操④
㈱乃むら木材①
長谷川雄三⑥
濱口浩平⑤
濱田真輔③
姫路合同貨物自動車㈱①

福田善之⑤
福永征秀⑥
フジコー㈱⑤
藤田昭人⑥
藤永伊兵衛④
寳角幸彦⑥
㈱ホリエ①
前田浩志②
丸魚水産㈱①
三木正義⑥
水田裕一郎①
山本心一④
横田昌彦⑥
横野修三②

井河原産業㈱①
イトメン㈱①
官野英彦⑥
小山惠生③
西播通運㈱①
高田真也②
武本　尚②
龍野運送㈱①
玉越鉄工㈱①
ヒガシマル食品㈱⑰
三木研司⑥
水本由幸⑦
宮内康友⑤
森口製粉製麺㈱③
森田文藏⑥
山口恭弘④
横尾洋一⑥

板井　敏⑤
乾　雅雄②
大庫俊介②
大庫正三①
大辻利弘④
北浦義昌②
木下正隆②
上月和洋⑥
小谷正博⑥
㈱シルバーロイ①
㈱曽根鋳造所①
田中貞重⑥
中田美晴②
西川隆雄⑥
橋工芸㈱①
松本浩一⑥
松本義隆③

丸山印刷㈱①
御縞篤男①
三宅俊宏⑥
宮崎良平④
モリス㈱①
柳田祐一⑤
横山和永⑤

赤澤功太郞①
池内　勝⑥
石井和雄⑥
板井俊憲⑥
井上知久②
梅田義彦④
太田倫彦⑥
大西範行⑥
岡田紹宏③
北村喜三郎⑥
黒田幸雄④
澤田茂樹②
庄司尚登①
竹内良明⑥
田中常雄①
田村公一③
豊田　勝④

中村　繁⑥
名田健吾③
宮本勲茂②
山下尚高⑥
山野正豊②
和光運輸㈱①

地区を4区の選任区域に分け、各選任区域ごとに総代の定数を定める

選考委員の氏名を事務所の店頭に掲示

総代とその選任方法

⒈ 総代の任期・定数
●総代の任期は3年です。
●総代の定数は、120人以上150人以下で、会員数に応じて各選任区域ごとに定められております。

⒉ 総代の選任方法
総代は、会員の代表として、会員の総意を当金庫の経営に反映する重要な役割を担っております。
そこで総代の選考は、総代候補者選考基準に基づき、次の３つの手続きを経て選任されます。
■1 総代会の決議により、会員の中から総代候補者選考委員を選任する。
■2 選考委員会を開催のうえ、総代候補者選考委員が総代候補者を選考する。
■3 上記■2 により選考された総代候補者を会員が信任する（異議があれば申し立てる）。

総代会の決議により、選任区域ごとに会員のうちから選考委員を委嘱

法人・法人代表者
79.0%

個人事業主
1.5%
元法人代表者
15.5%

個人
3.8%

70代以上
43.4%

30代
1.5%
40代
5.4%
50代
20.9%
60代
28.6%

製造業
36.5%

情報通信業 0.9%
小売業 3.8%

卸売業
22.1%

運輸業・郵便業
         7.6%

不動産業 8.6%

各種サービス
      7.6%

建設業 12.5%

総代会制度について
信用金庫は、会員同士の「相互信頼」と「互恵」の精神
を基本理念に、会員一人一人の意見を最大の価値とする
協同組織金融機関です。したがって、会員は出資口数に
関係なく、一人一票の議決権を持ち、総会を通じて当金
庫の経営に参加することとなります。しかし、当金庫で
は、会員数がたいへん多く、総会の開催は事実上不可能
です。そこで、当金庫では、会員の総意を適正に反映し、
充実した審議を確保するため、総会に代えて総代会制度
を採用しております。
この総代会は、決算、取扱業務の決定、理事・監事の
選任等の重要事項を決議する最高意思決定機関です。し
たがって、総代会は、総会と同様に、会員一人一人の意
見が当金庫の経営に反映されるよう、会員の中から適正
な手続きにより選任された総代により運営されます。
また、当金庫では、総代会に限定することなく、日常の
事業活動を通じて、総代や会員とのコミュニケーション
を大切にし、様々な経営改善に取り組んでおります。
なお、総代会の運営に関するご意見やご要望につきま
しては、お近くの営業店までお寄せください。 理事長に報告
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■3総代候補者の氏名を事務所の店頭に掲示し、所定
の手続きを経て、会員の代表として総代を委嘱

総代候補者選考基準     
資格要件：
当金庫の会員であること
適格要件：
1.金庫の総代として相応しい見
識を有している者

2.良識をもって正しい判断がで
きる者

3.人格に優れ金庫の理念・使命
をよく理解している者

4.その他総代選考委員が適格と認
めた者

総代候補者

選考委員

選考委員が総代候補者を選考

決算に関する事項、
理事・監事の選任等
重要事項の決定

理事長は総代候補者を総代に委嘱

選考委員は他の
候補者を選考する

報 告 事 項

決 議 事 項

第111期（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）業務報告、
貸借対照表及び損益計算書の内容報告の件
第１号議案　第111期剰余金処分案承認の件
第２号議案　総代候補者選考委員選任の件
第３号議案　定款一部変更の件
第４号議案　定款第15条に基づく会員の法定脱退（除名）の件
第５号議案　理事13名選任の件
第６号議案　退任理事及び退任監事に対する退職慰労金贈呈の件 

当該総代候補者の数
が選任区域の総代定
数の1/2以上のとき

個人

個人事業

元

法人

30代

40代

50代

60代

70代

情報

小売

運輸

各種

不動産

建設

卸売

製造

総代会制度

Himeshin Disclosure 2021〈ひめしん〉について



理 事 会

外部監査法人

常 務 会

市 場
リスク

信 用
リスク

リスク管理
統括部署

リスク担当部署

流動性
リスク

オペレーショナル・リスク
事 務
リスク

システム
リスク

人 的
リスク

有形資産
リスク

風 評
リスク

監　　事

内 部 監 査 室

経営対策会議

経 営 企 画 室

営 　 業 　 店

本 部 各 部 室

金融の自由化・国際化の進展や金融技術・情報技術の進
歩、お客さまニーズの高度化などに伴い、金融機関が直
面しているリスクはますます多様化・複雑化しております。
こうした環境の中、〈ひめしん〉では、リスク管理を経
営の最重要課題の一つと位置付け、年度ごとに「リスク
管理の基本方針」及び「各種リスク管理方針」を定めると
ともに、「リスク管理規程」や「各リスク管理規則」に則り、
適切に管理・運営を行うことにより経営の健全性の維持・
向上に努めております。
また、当金庫は、業務上管理すべきリスクを信用リスク、
市場リスク、流動性リスク、オペレーショナル・リスクの
４つに区分し、各リスクの担当部署、リスク管理の統括
部署及び経営対策会議により、組織横断的なリスク管理
を行っております。
今後においても、経営体力に見合ったリスク制御によ

り経営の健全性を確保したうえで、収益性の向上を追求
し、経営資源を充実させていくため、多様な業務の特性
に応じたリスク・コントロール手法による諸施策を実施し
てまいります。

信用リスク管理について
1. リスク管理の方針及び手続き
信用リスクとは、取引先の倒産や財務状況の悪化など

により、当金庫の資産の価値が減少ないし消失し、損失
を被るリスクのことをいいます。
〈ひめしん〉では、信用リスクを当金庫が管理すべき最
重要のリスクであるとの認識のうえ、与信業務の基本的
な理念や手続き等を明示した「クレジットポリシー」を制
定し、広く役職員に理解と遵守を促しております。貸出
債権の健全性を維持するため、営業推進部門と審査部門
を分離し相互牽制機能が働く体制にしております。また、

自己査定や信用格付等に基づいてリスクを適切に把握し、
与信ポートフォリオ管理に適切に反映させるとともに、
「大口与信管理規程」「クレジットライン設定・運用規程」
の遵守により、信用リスクの分散を図っております。貸
出業務運営にあたっては、取引先の信用力・返済能力・事
業計画等に十分留意しております。
当金庫は、信用リスク計量化システムを導入し、信用

リスクの計量化に取り組んでおります。信用リスク量を
計測・把握し、経営体力に見合ったリスクテイクを積極的
に行うことにより、相応の収益確保を図ってまいります。
なお、信用リスク管理の状況については、常務会や経
営対策会議に定期的に報告し協議を行うとともに、必要
に応じて理事会にも報告を行う態勢を整備しております。
当金庫は、将来予想される損失に対する備えとして、貸

倒引当金を計上しております。貸倒引当金の算出は、自己査
定及び償却・引当に関する規程に基づき、自己査定における
債務者区分ごとに行っており、それぞれの結果については
監査法人の監査を受けるなど、適正な計上に努めております。

2. リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関
リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関は、エク
スポージャーの種類ごとに以下の４つの機関を採用してお
ります。

3. 信用リスク削減手法
信用リスク削減手法とは、金庫が抱えている信用リス

クを軽減化するための措置をいい、具体的には、預金担保、
保証などが該当します。
信用リスク削減手法として、当金庫が扱う担保には自
金庫預金積金が該当し、担保に関する手続きについては、
金庫が定める「担保事務取扱要領」等により、適切な事務
取扱い並びに適正な管理を行っております。
また、当金庫が扱う保証には地方公共団体、金融機関、
一般事業法人による保証が該当し、保証に関する信用度
の評価については、地方公共団体は政府保証と同様、金
融機関及び一般事業法人は適格格付機関が付与している
格付により判定しております。
お客さまが期限の利益を失われた場合には、全ての与
信取引の範囲において、預金相殺等をする場合がありま
すが、金庫が定める「担保事務取扱要領」等により、適切
な取扱いに努めております。
なお、信用リスク削減手法の適用に伴う信用リスクの
集中に関しては、特に業種やエクスポージャーの種類に
偏ることなく分散されております。

るリスクの認識については、市場動向、裏付資産の状況、
時価評価及び適格格付機関が付与する格付情報などにより
把握し、適切なリスク管理に努めております。また、証券化
商品への投資は、有価証券にかかる運用方針の中で定める
運用枠内での取引に限定し、投資する証券については、予
め内在するリスク及び構造上の特性等の分析を行ったうえ
で投資を行うとともに、保有している証券について、定期
的に市場状況やモニタリングに必要な情報を収集し、検証
を行っております。さらに、取引にあたっては、当金庫が定
める「資金管理規則」に基づき、投資対象を一定の信用力を
有するものとするなど、適正な運用・管理を行っております。
一方、オリジネーターにあたるものとして、日本政策
金融公庫CLOが該当しますが、これは証券化本来の目的
である保有資産の流動化とは性質が異なるため、取り上
げ基準やリスク管理については、貸出金と同様の方法に
より管理しております。
当該取引にかかる会計処理については、当金庫が定め

る「金融商品会計処理規則」及び日本公認会計士協会の
「金融商品会計に関する実務指針」に従った、適正な処理
を行っております。

4. 銀行勘定における出資その他これに類する
エクスポージャー又は株式等エクスポージャーに
関するリスク管理
銀行勘定における出資等又は株式エクスポージャーに

あたるものは、上場株式、非上場株式、子会社・関連会社
株式、上場優先出資証券、株式投資信託、投資事業組合
への出資金、非上場の出資金が該当します。
そのうち、上場株式、上場優先出資証券、株式投資信
託にかかるリスクの認識については、時価評価及び個別
銘柄の下落率の計測によって把握するとともに、市場リ
スクの状況や、設定されたリスクリミット及び損失限度
額の遵守状況を、定期的に常務会や経営対策会議に報告
するなど、適切なリスク管理に努めております。
非上場株式、子会社・関連会社株式、投資事業組合への

出資金、非上場の出資金に関しては、当金庫が定める「資
金管理規則」及び「資金運用方針」などに基づいた適正な
運用・管理を行っております。また、リスクの状況は、財
務諸表や運用報告を基にした評価による定期的なモニタ
リングを実施しており、その状況については、適宜、経営
陣へ報告を行うなど、適切なリスク管理に努めております。
なお、当該取引にかかる会計処理については、当金庫
が定める「金融商品会計処理規則」及び日本公認会計士協
会の「金融商品会計に関する実務指針」に従った、適正な
処理を行っております。

4. 派生商品取引の取引相手の信用リスク管理
当金庫では、お客さまの外国為替等に係るリスクヘッ

ジにお応えすることを目的に派生商品取引を取扱ってお
り、具体的には、為替先物予約取引が該当します。
信用リスクへの対応は、お客さまとの取引について、

総与信取引における保全枠との一体的な管理により与信
判断を行うことでリスクを限定しており、適切な保全措
置を講じております。そのため、当該取引に対する個別
担保による保全や引当の算定は、特段、行っておりません。

市場リスク管理について
1. リスク管理の方針及び手続き
市場リスクとは、金利、為替、株式などの相場が変動

することにより、保有する金融商品の時価が変動し、損
失を被るリスクのことをいいます。
〈ひめしん〉では、市場リスクが経営に与える影響を認
識したうえで、年度ごとに定める「資金運用方針」及び「資
金運用方針に係るリスク管理方針」に基づき、ポジション
枠、リスクリミット、損失限度額を設定し、リスクを適切
にコントロールしながら、市場部門の収益の安定化及び
金融資産の健全化を図っております。また、市場リスクの
状況や設定されたポジション枠等の遵守状況は、日次な
いし月次でモニタリングを実施するとともに、定期的に常
務会や経営対策会議に報告を行い、必要に応じて理事会
にも報告を行うなど、適切なリスク管理に努めております。
なお、市場部門の相互牽制機能を確保するため、フロ

ントオフィス、バックオフィス、ミドルオフィスを組織
的に分離しております。

2. 派生商品取引の取引相手の市場リスク管理
当金庫では、お客さまの外国為替等に係るリスクヘッ

ジにお応えすることを目的に派生商品取引を取扱ってお
り、具体的には、為替先物予約取引が該当します。
市場リスクへの対応は、派生商品取引により受けるリ

スクと保有する資産・負債が受けるリスクが相殺されるよ
うな形で管理しております。
なお、長期決済期間取引は該当ありません。

3. 証券化エクスポージャーに関する事項
証券化とは、金融機関が保有する貸出債権などの資産

を、その資産価値を裏付けに証券として組み替え、第三
者に売却して流動化をすることを指し、再証券化とは、
証券として組み替える資産の中に、既に証券化された資
産が含まれているものを指します。
一般的には、証券を購入する側である投資家と、証券

の裏付けとなる原資産の保有者であるオリジネーターに
大きく分類されます。
当金庫は、投資家にあたるものとして、有価証券投資の

一環で当該証券を購入しております。当該証券投資にかか
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金融の自由化・国際化の進展や金融技術・情報技術の進
歩、お客さまニーズの高度化などに伴い、金融機関が直
面しているリスクはますます多様化・複雑化しております。
こうした環境の中、〈ひめしん〉では、リスク管理を経
営の最重要課題の一つと位置付け、年度ごとに「リスク
管理の基本方針」及び「各種リスク管理方針」を定めると
ともに、「リスク管理規程」や「各リスク管理規則」に則り、
適切に管理・運営を行うことにより経営の健全性の維持・
向上に努めております。
また、当金庫は、業務上管理すべきリスクを信用リスク、
市場リスク、流動性リスク、オペレーショナル・リスクの
４つに区分し、各リスクの担当部署、リスク管理の統括
部署及び経営対策会議により、組織横断的なリスク管理
を行っております。
今後においても、経営体力に見合ったリスク制御によ

り経営の健全性を確保したうえで、収益性の向上を追求
し、経営資源を充実させていくため、多様な業務の特性
に応じたリスク・コントロール手法による諸施策を実施し
てまいります。

信用リスク管理について
1. リスク管理の方針及び手続き
信用リスクとは、取引先の倒産や財務状況の悪化など

により、当金庫の資産の価値が減少ないし消失し、損失
を被るリスクのことをいいます。
〈ひめしん〉では、信用リスクを当金庫が管理すべき最
重要のリスクであるとの認識のうえ、与信業務の基本的
な理念や手続き等を明示した「クレジットポリシー」を制
定し、広く役職員に理解と遵守を促しております。貸出
債権の健全性を維持するため、営業推進部門と審査部門
を分離し相互牽制機能が働く体制にしております。また、

自己査定や信用格付等に基づいてリスクを適切に把握し、
与信ポートフォリオ管理に適切に反映させるとともに、
「大口与信管理規程」「クレジットライン設定・運用規程」
の遵守により、信用リスクの分散を図っております。貸
出業務運営にあたっては、取引先の信用力・返済能力・事
業計画等に十分留意しております。
当金庫は、信用リスク計量化システムを導入し、信用

リスクの計量化に取り組んでおります。信用リスク量を
計測・把握し、経営体力に見合ったリスクテイクを積極的
に行うことにより、相応の収益確保を図ってまいります。
なお、信用リスク管理の状況については、常務会や経
営対策会議に定期的に報告し協議を行うとともに、必要
に応じて理事会にも報告を行う態勢を整備しております。
当金庫は、将来予想される損失に対する備えとして、貸

倒引当金を計上しております。貸倒引当金の算出は、自己査
定及び償却・引当に関する規程に基づき、自己査定における
債務者区分ごとに行っており、それぞれの結果については
監査法人の監査を受けるなど、適正な計上に努めております。

2. リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関
リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関は、エク
スポージャーの種類ごとに以下の４つの機関を採用してお
ります。

3. 信用リスク削減手法
信用リスク削減手法とは、金庫が抱えている信用リス

クを軽減化するための措置をいい、具体的には、預金担保、
保証などが該当します。
信用リスク削減手法として、当金庫が扱う担保には自
金庫預金積金が該当し、担保に関する手続きについては、
金庫が定める「担保事務取扱要領」等により、適切な事務
取扱い並びに適正な管理を行っております。
また、当金庫が扱う保証には地方公共団体、金融機関、
一般事業法人による保証が該当し、保証に関する信用度
の評価については、地方公共団体は政府保証と同様、金
融機関及び一般事業法人は適格格付機関が付与している
格付により判定しております。
お客さまが期限の利益を失われた場合には、全ての与
信取引の範囲において、預金相殺等をする場合がありま
すが、金庫が定める「担保事務取扱要領」等により、適切
な取扱いに努めております。
なお、信用リスク削減手法の適用に伴う信用リスクの
集中に関しては、特に業種やエクスポージャーの種類に
偏ることなく分散されております。

るリスクの認識については、市場動向、裏付資産の状況、
時価評価及び適格格付機関が付与する格付情報などにより
把握し、適切なリスク管理に努めております。また、証券化
商品への投資は、有価証券にかかる運用方針の中で定める
運用枠内での取引に限定し、投資する証券については、予
め内在するリスク及び構造上の特性等の分析を行ったうえ
で投資を行うとともに、保有している証券について、定期
的に市場状況やモニタリングに必要な情報を収集し、検証
を行っております。さらに、取引にあたっては、当金庫が定
める「資金管理規則」に基づき、投資対象を一定の信用力を
有するものとするなど、適正な運用・管理を行っております。
一方、オリジネーターにあたるものとして、日本政策
金融公庫CLOが該当しますが、これは証券化本来の目的
である保有資産の流動化とは性質が異なるため、取り上
げ基準やリスク管理については、貸出金と同様の方法に
より管理しております。
当該取引にかかる会計処理については、当金庫が定め

る「金融商品会計処理規則」及び日本公認会計士協会の
「金融商品会計に関する実務指針」に従った、適正な処理
を行っております。

4. 銀行勘定における出資その他これに類する
エクスポージャー又は株式等エクスポージャーに
関するリスク管理
銀行勘定における出資等又は株式エクスポージャーに

あたるものは、上場株式、非上場株式、子会社・関連会社
株式、上場優先出資証券、株式投資信託、投資事業組合
への出資金、非上場の出資金が該当します。
そのうち、上場株式、上場優先出資証券、株式投資信
託にかかるリスクの認識については、時価評価及び個別
銘柄の下落率の計測によって把握するとともに、市場リ
スクの状況や、設定されたリスクリミット及び損失限度
額の遵守状況を、定期的に常務会や経営対策会議に報告
するなど、適切なリスク管理に努めております。
非上場株式、子会社・関連会社株式、投資事業組合への

出資金、非上場の出資金に関しては、当金庫が定める「資
金管理規則」及び「資金運用方針」などに基づいた適正な
運用・管理を行っております。また、リスクの状況は、財
務諸表や運用報告を基にした評価による定期的なモニタ
リングを実施しており、その状況については、適宜、経営
陣へ報告を行うなど、適切なリスク管理に努めております。
なお、当該取引にかかる会計処理については、当金庫
が定める「金融商品会計処理規則」及び日本公認会計士協
会の「金融商品会計に関する実務指針」に従った、適正な
処理を行っております。

4. 派生商品取引の取引相手の信用リスク管理
当金庫では、お客さまの外国為替等に係るリスクヘッ

ジにお応えすることを目的に派生商品取引を取扱ってお
り、具体的には、為替先物予約取引が該当します。
信用リスクへの対応は、お客さまとの取引について、

総与信取引における保全枠との一体的な管理により与信
判断を行うことでリスクを限定しており、適切な保全措
置を講じております。そのため、当該取引に対する個別
担保による保全や引当の算定は、特段、行っておりません。

市場リスク管理について
1. リスク管理の方針及び手続き
市場リスクとは、金利、為替、株式などの相場が変動

することにより、保有する金融商品の時価が変動し、損
失を被るリスクのことをいいます。
〈ひめしん〉では、市場リスクが経営に与える影響を認
識したうえで、年度ごとに定める「資金運用方針」及び「資
金運用方針に係るリスク管理方針」に基づき、ポジション
枠、リスクリミット、損失限度額を設定し、リスクを適切
にコントロールしながら、市場部門の収益の安定化及び
金融資産の健全化を図っております。また、市場リスクの
状況や設定されたポジション枠等の遵守状況は、日次な
いし月次でモニタリングを実施するとともに、定期的に常
務会や経営対策会議に報告を行い、必要に応じて理事会
にも報告を行うなど、適切なリスク管理に努めております。
なお、市場部門の相互牽制機能を確保するため、フロ

ントオフィス、バックオフィス、ミドルオフィスを組織
的に分離しております。

2. 派生商品取引の取引相手の市場リスク管理
当金庫では、お客さまの外国為替等に係るリスクヘッ

ジにお応えすることを目的に派生商品取引を取扱ってお
り、具体的には、為替先物予約取引が該当します。
市場リスクへの対応は、派生商品取引により受けるリ

スクと保有する資産・負債が受けるリスクが相殺されるよ
うな形で管理しております。
なお、長期決済期間取引は該当ありません。

3. 証券化エクスポージャーに関する事項
証券化とは、金融機関が保有する貸出債権などの資産

を、その資産価値を裏付けに証券として組み替え、第三
者に売却して流動化をすることを指し、再証券化とは、
証券として組み替える資産の中に、既に証券化された資
産が含まれているものを指します。
一般的には、証券を購入する側である投資家と、証券

の裏付けとなる原資産の保有者であるオリジネーターに
大きく分類されます。
当金庫は、投資家にあたるものとして、有価証券投資の

一環で当該証券を購入しております。当該証券投資にかか
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■1  社会的使命と公共性の自覚と責任
社会的責任と公共的使命を常に自覚し、責任ある健全な業務運営
の遂行に努める。

■2  質の高い金融等サービスの提供と地域社会発展への貢献
経済活動を支えるインフラとしての機能はもとより、創意と工夫
を活かし、お客さまのニーズに応えるとともに、セキュリティ・レ
ベルにも十分配慮した質の高い金融及び非金融サービスの提供等を
通じて、地域経済・地域社会の発展に貢献する。

■3  法令やルールの厳格な遵守
あらゆる法令やルールを厳格に遵守し、社会的規範に決してもと
ることのない、誠実かつ公正な業務運営を遂行する。

■4  地域社会とのコミュニケーション
経営等の情報の積極的かつ公正な開示をはじめとして、広く地域
社会とのコミュニケーションの充実を図る。

■5  役職員の人権の尊重等
役職員の人権、個性を尊重するとともに、安全で働きやすい環境
を確保する。

■6  環境問題への取組み
資源の効率的な利用や廃棄物の削減を実践するとともに、環境保
全に寄与する金融サービスを提供するなど、環境問題に積極的に取
り組む。

■7  社会貢献活動への取組み
信用金庫が社会の中においてこそ存続・発展し得る存在であるこ
とを自覚し、社会と共に歩む「良き企業市民」として、積極的に社
会貢献活動に取り組む。

■8  反社会的勢力の排除
社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力は、これを断固と
して排除する。

流動性リスク管理について
流動性リスクとは、運用・調達が計画通り遂行できず、

資金繰りに困難が生じたり、市場の混乱等で資金確保に
通常より著しく高い金利での調達を余儀なくされ、その
結果損失を被るリスクのことをいいます。
〈ひめしん〉では、流動性リスクを回避するためには、
運用・調達計画の妥当性の確保、予期せぬ資金需要が生じ
た時の対応策の策定、市場における信任の維持・向上が重
要であると考えております。
当金庫は、「流動性リスク管理規則」に基づき、資金繰

り状況を平常時、懸念時、危機時に区分し、逼迫度に応
じた資金繰り管理を行っております。また、流動性リス
クに関する状況は、日次ないし月次でモニタリングを実
施するとともに、定期的に常務会や経営対策会議に報告
を行い、必要に応じて理事会にも報告を行うなど、適切
なリスク管理に努めております。

オペレーショナル・リスク管理について
〈ひめしん〉では、管理すべきオペレーショナル・リスク
を、事務リスク、システムリスク、人的リスク、有形資
産リスク、風評リスクと考えております。オペレーショ
ナル・リスクは、業務運営上、可能な限り回避すべきリス
クであり、管理体制・組織の整備やリスク管理の状況を定
期的に把握するなど、リスク顕在化の未然防止及び発生
時の影響度の極小化に努めております。
事務リスクとは、役職員が正確な事務を怠る、あるいは、
事故や不正等を起こすことにより損失を被るリスクのこ
とをいいます。〈ひめしん〉では、事務規程の整備や研修
体制の強化等により事務処理水準の向上を図るとともに、
牽制機能としての事務指導・検査に厳格に取り組み、事故
や不正等の未然防止に努めております。
システムリスクとは、コンピュータシステムの障害また

は誤作動、サイバーセキュリティ事案の発生、システムの
不備、さらにはコンピュータの不正使用などにより損失
を被るリスクのことをいいます。〈ひめしん〉では、シス
テム障害や災害等の緊急事態の発生に備えた「コンティン
ジェンシープラン」の策定及びシステム障害の発生要因や
影響度などを把握することにより、緊急時の対応に万全
を期しております。また、金庫が保有する情報資産を、紛
失・漏洩・不正利用等の脅威から守るため、「情報セキュリ
ティポリシー」に則り、適切な保護対策を講じております。
人的リスクとは、人員配置の計画未達や職場環境の悪
化などによって、職員の業務活動や事務処理などに支障
を来すことにより損失を被るリスクのことをいいます。
〈ひめしん〉では、経営計画に沿って人員を確保するとと

5. 銀行勘定における金利リスクに関する事項
⑴ リスク管理の方針及び手続きの概要
金利リスクとは、市場金利が変動することに伴い、保

有資産・負債の金利や期間のミスマッチ等により期間収益
及び経済的価値が変動するリスクです。
当金庫では、市場金利の変動が経営に与える影響の重
要性を認識したうえで、銀行勘定のうち金利感応資産・負
債（預貸金、有価証券、預け金等）を金利リスクの計測対象
とし、適切なリスク管理を行っています。
金利リスクの管理方法については、金利リスクに係る

指標やギャップ分析結果を日次ないし月次で測定・把握す
るとともに、定期的に常務会や経営対策会議に報告し必
要な施策について協議する等リスク・コントロールに努め
ております。
⑵ 金利リスクの算定手法の概要
①開示告示に基づく定量的開示の対象となるΔEVE及び
ΔNII並びに金融機関がこれらに追加して自ら開示を
行う金利リスクに関する事項
当金庫では、流動性預金への満期の割当て方法につい
て、金融庁が定める保守的な前提を採用しており、流動
性預金に割り当てられた金利改定の平均満期は1.25年、
最長の金利改定満期は5年となっております。また、固
定金利貸出の期限前返済や定期預金の早期解約について
は考慮しておりません。
複数の通貨の集計にあたっては、通貨別に算出した金

利リスクの正値のみを合算し、通貨間の相関は考慮して
おりません。
スプレッドに関しては、割引金利にはスプレッドを含
めずリスクフリーレートを使用し、キャッシュフローに
はスプレッドを含めております。
また、内部モデルは使用しておりません。
なお、金利リスクの算定にかかる前提について、前期
の開示から変動はありません。
これらの前提に基づき計測した当金庫のΔEVEに対す
る自己資本額の割合は、基準値の20%を上回る水準とな
っておりますが、自己資本比率は国内のみで営業する金
融機関に必要とされる基準を大きく上回っており、経営
の健全性・安全性を十分保っていると評価しています。

②開示告示に基づく定量的開示の対象となるΔEVE及び
ΔNII以外の金利リスクに関する事項
当金庫では、VaRで計測されるリスク量が配賦資本の
範囲内に収まっているかどうかをモニタリングしており
ます。また、BPV等のリスク指標や過去に発生した金利
変動事象が自己資本比率に与える影響等についても把握
し、定期的に常務会や経営対策会議に報告を行うなど、
適切なリスク管理に努めております。
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VaR（バリュー･アット･リスク）…資産を一定期間保有したとき発生する可能性のあ
る最大損失額を、統計的手法により求めたもの。当金庫では、「有価証券」の
算定にあたっては、分散共分散法（保有期間3ヵ月、信頼水準99%、観測期
間1年）を採用しており、「預貸金」「預け金」等の算定にあたっては、分散共分
散法（保有期間1年、信頼水準99%、観測期間5年）を採用しております。

BPV（ベーシス･ポイント･バリュー）…金利が変動した場合の、保有資産・負債の期
間収益及び経済的価値の変動額（１BP＝0.01％）。

ΔEVE（デルタ・イー・ブイ・イー）…金利ショックに対する経済的価値の変動額として計測され
るものであって、開示告示に定められた金利ショックにより計算されるものをいいます。

ΔNII（デルタ・エヌ・アイ・アイ）…金利ショックに対する算出基準日から12ヵ月を経過
する日までの間の金利収益の減少額として計測されるものであって、開示告示に
定められた金利ショックにより計算されるものをいいます。

協議を行うとともに、必要に応じて理事会にも報告を行
う態勢を整備しております。

業務継続体制の整備について
〈ひめしん〉では、大規模災害や事故等による「緊急事
態」の発生時において、お客さま及び役職員等の安全確
保と救護、入出金等の金融サービスの提供・継続、危機に
よる混乱や悪影響の排除・防止を目的に「危機管理基本規
程」を制定し、業務継続体制の整備に取り組んでおります。
また、年度ごとに策定する緊急時対応訓練計画書に基づ
いて訓練を実施し、緊急時の対応強化に努めております。

もに、職員の心身の健康に十分留意し良好な職場環境の
維持に努めております。
有形資産リスクとは、災害、外部からの攻撃、資産管
理の瑕疵などから生じる有形資産の毀損・損害などにより
損失を被るリスクのことをいいます。〈ひめしん〉では、
有形資産の状況を把握し、設備増強や人員再配置などの
施策を実施してリスク削減を図っております。
風評リスクとは、顧客間･市場等における風説や風評によって、

当金庫の評判が悪化することにより損失を被るリスクのことを
いいます。〈ひめしん〉では、風評に係る情報を把握するとともに、
風評発生時に備えて、組織・管理体制の整備に努めております。
なお、オペレーショナル・リスクに関連するリスクの状
況については、定期的に常務会や経営対策会議に報告し

「コンプライアンス」とは、各種法令や職場ルールを
厳格に遵守することはもちろん、さらに広く社会的規範
を全うすることです。「信用」が最大の財産である当金
庫役職員にとって、「コンプライアンス」は業務遂行上の
基本原則といえます。
〈ひめしん〉では、コンプライアンスを実現するため
の行動指針として「姫路信用金庫行動綱領」を制定、ま
た具体的な手引書として「コンプライアンス・マニュア
ル」を策定し、コンプライアンス重視の企業風土づくり
に取り組んでおります。外部窓口を備えたホットライン
制度の導入により、コンプライアンス違反の早期発見と
是正を図る体制を整備しております。また、コンプライ
アンスの具体的な実践計画である「コンプライアンスプ
ログラム」を年度ごとに策定するとともに、研修会の実
施や啓蒙活動を通して、コンプライアンスの周知徹底を
図り、違反行為の未然防止に努めております。さらに、
本部各部室・営業店等においてはコンプライアンス担当

者を任命し、定期的な自主点検や研修を行うとともに、
コンプライアンス室や独立した内部監査部門のチェック
により実効性を確保するようにしております。

○オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法について、当金庫
は基礎的手法を採用しております。
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■1  社会的使命と公共性の自覚と責任
社会的責任と公共的使命を常に自覚し、責任ある健全な業務運営
の遂行に努める。

■2  質の高い金融等サービスの提供と地域社会発展への貢献
経済活動を支えるインフラとしての機能はもとより、創意と工夫
を活かし、お客さまのニーズに応えるとともに、セキュリティ・レ
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■5  役職員の人権の尊重等
役職員の人権、個性を尊重するとともに、安全で働きやすい環境
を確保する。

■6  環境問題への取組み
資源の効率的な利用や廃棄物の削減を実践するとともに、環境保
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施するとともに、定期的に常務会や経営対策会議に報告
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複数の通貨の集計にあたっては、通貨別に算出した金

利リスクの正値のみを合算し、通貨間の相関は考慮して
おりません。
スプレッドに関しては、割引金利にはスプレッドを含
めずリスクフリーレートを使用し、キャッシュフローに
はスプレッドを含めております。
また、内部モデルは使用しておりません。
なお、金利リスクの算定にかかる前提について、前期
の開示から変動はありません。
これらの前提に基づき計測した当金庫のΔEVEに対す
る自己資本額の割合は、基準値の20%を上回る水準とな
っておりますが、自己資本比率は国内のみで営業する金
融機関に必要とされる基準を大きく上回っており、経営
の健全性・安全性を十分保っていると評価しています。
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当金庫では、VaRで計測されるリスク量が配賦資本の
範囲内に収まっているかどうかをモニタリングしており
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し、定期的に常務会や経営対策会議に報告を行うなど、
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た具体的な手引書として「コンプライアンス・マニュア
ル」を策定し、コンプライアンス重視の企業風土づくり
に取り組んでおります。外部窓口を備えたホットライン
制度の導入により、コンプライアンス違反の早期発見と
是正を図る体制を整備しております。また、コンプライ
アンスの具体的な実践計画である「コンプライアンスプ
ログラム」を年度ごとに策定するとともに、研修会の実
施や啓蒙活動を通して、コンプライアンスの周知徹底を
図り、違反行為の未然防止に努めております。さらに、
本部各部室・営業店等においてはコンプライアンス担当

者を任命し、定期的な自主点検や研修を行うとともに、
コンプライアンス室や独立した内部監査部門のチェック
により実効性を確保するようにしております。

○オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法について、当金庫
は基礎的手法を採用しております。

理 事 会

外部監査法人

常 務 会

コンプライアンス
統括部署

監　　事

内 部 監 査 室

コンプライアンス体制・組織図

コンプライアンス会議

コ ン プ ライア ン ス 室

コンプライアンス担当部署

職　　員

本部各部室・営業店
コンプライアンス担当者

コンプライアンス
関連部署

総 務 部

営業推進部

Himeshin Disclosure 2021〈ひめしん〉について

コンプライアンス体制について

姫路信用金庫行動綱領
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姫路信用金庫における苦情処理措置・紛争解決措置等の概要
当金庫は、お客さまからの相談・苦情・紛争等（以下「苦

情等」という。）を営業店またはお客さまセンターで受け
付けています。

⒈ 苦情等のお申し出があった場合、その内容を十分に伺ったう
え、内部調査を行って事実関係の把握に努めます。

⒉ 事実関係を把握したうえで、営業店、関連部署等とも連携を
図り、迅速・公平にお申し出の解決に努めます。

⒊ 苦情等のお申し出については記録・保存し、対応結果に基づ
く改善措置を徹底のうえ、再発防止や未然防止に努めます。

⒋ 当金庫のほかに、一般社団法人全国信用金庫協会が運営す
る「全国しんきん相談所」をはじめとする他の機関でも苦情
等のお申し出を受け付けています。詳しくは当金庫お客さま
センターにご相談ください。

⒌ 兵庫県弁護士会及び、東京弁護士会、第一東京弁護士会、
第二東京弁護士会（以下「東京三弁護士会」という）が設置運営
する仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、
当金庫お客さまセンターまたは全国しんきん相談所へお申し
出ください。なお、各弁護士会に直接申立ていただくことも
可能です。

⒍ 東京三弁護士会の仲裁センター等は、東京都以外の各地のお
客さまにもご利用いただけます。
その際には、次の［１］、［２］の方法により、お客さまのア
クセスに便利な東京以外の弁護士会の仲裁センター等を利用
することもできます。なお、ご利用いただける弁護士会につ
いては、あらかじめ、東京三弁護士会、全国しんきん相談所
または当金庫お客さまセンターにお尋ねいただくか、東京三
弁護士会のホームページをご覧ください。

（令和3年7月1日現在）
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お　　　客　　　さ　　　ま

全国しんきん相談所

理事長 常務会

住　  所

電話番号

受付日時

受付媒体

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-1

　　0120-64-5005

月～金（祝日、12月31日～１月3日を除く）
9:00～17:00

電話
住　  所

電話番号

F  A  X

Eメール用URL

受付時間

受付媒体

〒670-8652 姫路市十二所前町105番地

　　0120-307-860

079-284-6848

https://www.shinkin.co.jp/himeshin/inqform/

9:00～17:00（信用金庫営業日）

電話、FAX、Eメール、手紙、面談

住　  所

電話番号

受付日時

受付媒体

〒103-0028 東京都中央区八重洲1-3-7

03-3517-5825

月～金（祝日、12月31日～１月3日を除く）
9:00～17:00

電話､手紙、面談

※お客さまの個人情報は苦情等の解決を図るため、またお客さまとのお取引を適切か
つ円滑に行うために利用いたします。

兵庫県弁護士会紛争解決センター

内部監査室

営業店 関連部署

ADR　FINMAC
（特定非営利活動法人 証券・
金融商品あっせん相談センター）

コンプライアンス室 お客さまセンター
（主管部署）

東京弁護士会紛争解決センター
第一東京弁護士会仲裁センター
第二東京弁護士会仲裁センター

苦情等は営業店または下記の担当部署へお申し出ください。

［1］現地調停 
東京三弁護士会の調停人とそれ以外の弁護士会の調停人がテレビ会
議システム等を用いて、共同して紛争の解決にあたります。
例えば、お客さまは、兵庫県弁護士会の紛争解決センター等にお越し
いただき、当該弁護士会の調停人とは面談で、東京三弁護士会の調
停人とはテレビ会議システム等を通じてお話しいただくことにより、手
続きを進めることができます。

［2］移管調停 
当事者間の同意を得たうえで、東京以外の弁護士会に案件を移管しま
す。例えば、兵庫県弁護士会の紛争解決センター等に案件を移管し、
当該弁護士会の紛争解決センター等で手続きを進めることができます。

⒎ 投資信託や公共債等の証券業務に関する苦情等は、日本証
券業協会より苦情等の解決業務の委託を受けた「特定非営利
活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター（ADR 
FINMAC）」でも受け付けております。

⒏ ［当金庫の苦情等の対応］
当金庫は、お客さまからの苦情等のお申し出に迅速・公平か
つ適切に対応するため、以下のとおり金融ADR制度も踏まえ、
内部管理態勢等を整備して苦情等の解決を図り、もって当金
庫に対するお客さまの信頼性の向上に努めます。

［1］営業店および各部署に責任者をおくとともに、お客さまセンターが
お客さまからの苦情等を一元的に管理し、適切な対応に努めます。

［2］苦情等のお申し出については事実関係を把握し、営業店、関連
部署およびお客さまセンターが連携したうえ、速やかに解決を図
るよう努めます。

［3］苦情等の対応にあたっては、解決に向けた進捗管理を行うととも
に、苦情等のお申し出のあったお客さまに対し、必要に応じて手
続きの進行に応じた適切な説明をお客さまセンターから行います。

［4］お客さまからの苦情等のお申し出は、全国しんきん相談所をはじ
めとする他の機関でも受け付けていますので、内容やご要望等
に応じて適切な機関をご紹介いたします。

［10］ 苦情等への取組体制

［5］ 紛争解決を図るため、弁護士会が設置運営する仲裁センター等
を利用することができます。その際には、当該仲裁センター等の
規則等も踏まえ、適切に協力します。

［6］ お申し出のあった苦情等を記録・保存し、その対応結果に基づき、
苦情等に対応する態勢の在り方の検討・見直しを行います。

［7］ 苦情等への対応が実効あるものとするため、内部監査部門が検
証する態勢を整備しています。

［8］ 苦情等に対応するため、関連規程等に基づき業務が運営される
よう、金庫内に周知・徹底します。

［9］ お客さまからの苦情等は、業務改善・再発防止等に必要な措置
を講じることにより、今後の業務運営に活かしていきます。

兵庫県弁護士会
紛争解決センター

078-341-8227

住　　所

電話番号

受付日時

〒650-0016
神戸市中央区橘通1-4-3

月～金
（祝日、夏季休業日、年末年始除く）
  9:00～17:00

東京弁護士会
紛争解決センター

03-3581-0031

〒100-0013
東京都千代田区霞が関1-1-3

月～金
（祝日､年末年始除く）
  9:30～12:00､
13:00～15:00

第一東京弁護士会
仲裁センター

03-3595-8588

〒100-0013
東京都千代田区霞が関1-1-3

月～金
（祝日､年末年始除く）
10:00～12:00､
13:00～16:00

第二東京弁護士会
仲裁センター

03-3581-2249

〒100-0013
東京都千代田区霞が関1-1-3

月～金
（祝日､年末年始除く）
  9:30～12:00､
13:00～17:00

現地調停
移管調停

金融ADR制度について

姫路信用金庫 お客さまセンター

全国しんきん相談所（一般社団法人全国信用金庫協会）

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
（ADR FINMAC）（日本証券業協会）

Himeshin Disclosure 2021〈ひめしん〉について
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姫路信用金庫における苦情処理措置・紛争解決措置等の概要
当金庫は、お客さまからの相談・苦情・紛争等（以下「苦

情等」という。）を営業店またはお客さまセンターで受け
付けています。

⒈ 苦情等のお申し出があった場合、その内容を十分に伺ったう
え、内部調査を行って事実関係の把握に努めます。

⒉ 事実関係を把握したうえで、営業店、関連部署等とも連携を
図り、迅速・公平にお申し出の解決に努めます。

⒊ 苦情等のお申し出については記録・保存し、対応結果に基づ
く改善措置を徹底のうえ、再発防止や未然防止に努めます。

⒋ 当金庫のほかに、一般社団法人全国信用金庫協会が運営す
る「全国しんきん相談所」をはじめとする他の機関でも苦情
等のお申し出を受け付けています。詳しくは当金庫お客さま
センターにご相談ください。

⒌ 兵庫県弁護士会及び、東京弁護士会、第一東京弁護士会、
第二東京弁護士会（以下「東京三弁護士会」という）が設置運営
する仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、
当金庫お客さまセンターまたは全国しんきん相談所へお申し
出ください。なお、各弁護士会に直接申立ていただくことも
可能です。

⒍ 東京三弁護士会の仲裁センター等は、東京都以外の各地のお
客さまにもご利用いただけます。
その際には、次の［１］、［２］の方法により、お客さまのア
クセスに便利な東京以外の弁護士会の仲裁センター等を利用
することもできます。なお、ご利用いただける弁護士会につ
いては、あらかじめ、東京三弁護士会、全国しんきん相談所
または当金庫お客さまセンターにお尋ねいただくか、東京三
弁護士会のホームページをご覧ください。

（令和3年7月1日現在）
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連
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お　　　客　　　さ　　　ま

全国しんきん相談所

理事長 常務会

住　  所

電話番号

受付日時

受付媒体

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-1

　　0120-64-5005

月～金（祝日、12月31日～１月3日を除く）
9:00～17:00

電話
住　  所

電話番号

F  A  X

Eメール用URL

受付時間

受付媒体

〒670-8652 姫路市十二所前町105番地

　　0120-307-860

079-284-6848

https://www.shinkin.co.jp/himeshin/inqform/

9:00～17:00（信用金庫営業日）

電話、FAX、Eメール、手紙、面談

住　  所

電話番号

受付日時

受付媒体

〒103-0028 東京都中央区八重洲1-3-7

03-3517-5825

月～金（祝日、12月31日～１月3日を除く）
9:00～17:00

電話､手紙、面談

※お客さまの個人情報は苦情等の解決を図るため、またお客さまとのお取引を適切か
つ円滑に行うために利用いたします。

兵庫県弁護士会紛争解決センター

内部監査室

営業店 関連部署

ADR　FINMAC
（特定非営利活動法人 証券・
金融商品あっせん相談センター）

コンプライアンス室 お客さまセンター
（主管部署）

東京弁護士会紛争解決センター
第一東京弁護士会仲裁センター
第二東京弁護士会仲裁センター

苦情等は営業店または下記の担当部署へお申し出ください。

［1］現地調停 
東京三弁護士会の調停人とそれ以外の弁護士会の調停人がテレビ会
議システム等を用いて、共同して紛争の解決にあたります。
例えば、お客さまは、兵庫県弁護士会の紛争解決センター等にお越し
いただき、当該弁護士会の調停人とは面談で、東京三弁護士会の調
停人とはテレビ会議システム等を通じてお話しいただくことにより、手
続きを進めることができます。

［2］移管調停 
当事者間の同意を得たうえで、東京以外の弁護士会に案件を移管しま
す。例えば、兵庫県弁護士会の紛争解決センター等に案件を移管し、
当該弁護士会の紛争解決センター等で手続きを進めることができます。

⒎ 投資信託や公共債等の証券業務に関する苦情等は、日本証
券業協会より苦情等の解決業務の委託を受けた「特定非営利
活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター（ADR 
FINMAC）」でも受け付けております。

⒏ ［当金庫の苦情等の対応］
当金庫は、お客さまからの苦情等のお申し出に迅速・公平か
つ適切に対応するため、以下のとおり金融ADR制度も踏まえ、
内部管理態勢等を整備して苦情等の解決を図り、もって当金
庫に対するお客さまの信頼性の向上に努めます。

［1］営業店および各部署に責任者をおくとともに、お客さまセンターが
お客さまからの苦情等を一元的に管理し、適切な対応に努めます。

［2］苦情等のお申し出については事実関係を把握し、営業店、関連
部署およびお客さまセンターが連携したうえ、速やかに解決を図
るよう努めます。

［3］苦情等の対応にあたっては、解決に向けた進捗管理を行うととも
に、苦情等のお申し出のあったお客さまに対し、必要に応じて手
続きの進行に応じた適切な説明をお客さまセンターから行います。

［4］お客さまからの苦情等のお申し出は、全国しんきん相談所をはじ
めとする他の機関でも受け付けていますので、内容やご要望等
に応じて適切な機関をご紹介いたします。

［10］ 苦情等への取組体制

［5］ 紛争解決を図るため、弁護士会が設置運営する仲裁センター等
を利用することができます。その際には、当該仲裁センター等の
規則等も踏まえ、適切に協力します。

［6］ お申し出のあった苦情等を記録・保存し、その対応結果に基づき、
苦情等に対応する態勢の在り方の検討・見直しを行います。

［7］ 苦情等への対応が実効あるものとするため、内部監査部門が検
証する態勢を整備しています。

［8］ 苦情等に対応するため、関連規程等に基づき業務が運営される
よう、金庫内に周知・徹底します。

［9］ お客さまからの苦情等は、業務改善・再発防止等に必要な措置
を講じることにより、今後の業務運営に活かしていきます。

兵庫県弁護士会
紛争解決センター

078-341-8227

住　　所

電話番号

受付日時

〒650-0016
神戸市中央区橘通1-4-3

月～金
（祝日、夏季休業日、年末年始除く）
  9:00～17:00

東京弁護士会
紛争解決センター

03-3581-0031

〒100-0013
東京都千代田区霞が関1-1-3

月～金
（祝日､年末年始除く）
  9:30～12:00､
13:00～15:00

第一東京弁護士会
仲裁センター

03-3595-8588

〒100-0013
東京都千代田区霞が関1-1-3

月～金
（祝日､年末年始除く）
10:00～12:00､
13:00～16:00

第二東京弁護士会
仲裁センター

03-3581-2249

〒100-0013
東京都千代田区霞が関1-1-3

月～金
（祝日､年末年始除く）
  9:30～12:00､
13:00～17:00

現地調停
移管調停

金融ADR制度について

姫路信用金庫 お客さまセンター

全国しんきん相談所（一般社団法人全国信用金庫協会）

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
（ADR FINMAC）（日本証券業協会）

Himeshin Disclosure 2021〈ひめしん〉について
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中小企業・小規模事業者等（以下「中小企業」という。）の経営者の
方々による個人保証（経営者保証）の課題解決を目的に、日本商工
会議所と全国銀行協会を共同事務局とする「経営者保証に関する
ガイドライン研究会」では、中小企業（債務者）や経営者（保証人）、
金融機関（債権者）の自主的なルールとして「経営者保証に関するガ
イドライン」を策定しました。
平成26年2月1日以降、当金庫と中小企業の経営者の皆さま

との間で、新たに保証契約を締結する場合、既存の保証契約の見
直しや保証債務の整理をする場合等にこのガイドラインが適用され
ることとなります。
「経営者保証に関するガイドライン」の詳細につきましては、当金庫
ホームページ（https://www.shinkin.co.jp/himeshin/guide 
line/pdf/keieisyaguideline.pdf）をご参照ください。

Himeshin Disclosure 2021

主な事業のご案内

「経営者保証に関するガイドライン」について

また、当金庫では、中小企業の経営者の方からのガイドラインに関する相談窓口を右記のとおりご用意しております。 【相談窓口】 お客さまセンター
　　 ０１２０-３０７-８６０

内容と特色種　類
しんきん保証 住宅ローン
しんきん保証 子育て応援住宅ローン
しんきん保証 住宅ローン（無担保型）
全国保証 住宅ローン

フラット３５住宅ローン（機構提携型）

リフォームプラン・エコ
フリーローン「絆」
フリーローン「かりとく」
プレミアム１０００
フリーローン「Good」
フリーローン「ベストサポート」
教育ローンＧｏかく

カーライフプラン

エコマイカーローン

ロードマイカーローン

カードローン
きゃっする
エルドール
教育カードローン「New学」 

住宅の新築、土地・建物の購入（中古マンション・住宅含む）、他行肩代わり及び増改築のためのローンです。

同　　　上

同　　　上

同　　　上

独立行政法人住宅金融支援機構が行う証券化支援事業を活用したローンです。全期間固定金利であるため、
ご返済計画がたてやすくなっております。

エコ関連設備購入・設置及びそれに伴うリフォーム資金にご利用いただけます。

資金使途はご自由です。ただし、事業性資金、投機的資金は除きます。

資金使途はご自由です。事業性資金にもご利用いただけます。

資金使途はご自由です。ただし、事業性資金、投機的資金は除きます。

資金使途はご自由です。事業性資金にもご利用いただけます。

住宅ローンをご利用中の方がご利用いただけます。資金使途はご自由です。ただし、事業性資金、投機的資金は除きます。

入学金、授業料、学校納付金等にご利用いただけます。

自動車購入資金から運転免許取得費用や車庫設置費用、また自動車のローンの借換資金など幅広い資金を
タイムリーにご利用いただけます。ただし、事業性資金は除きます。

プラグインハイブリッド車、ハイブリッド自動車、電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、
クリーンディーゼル車、国土交通省が定めるエコカー減税対象車の新車購入資金。ただし、事業性資金は除きます。

エコカー以外の自動車・自動二輪車の新車・中古車購入、カー用品購入、車検、修理、運転免許取得費用、
マイカーローンの借換などで、事業性資金は除きます。

消費資金にご利用いただけます。

生活向上のために必要とする資金をタイムリーにご利用いただけます。

健康で文化的な生活を営むために必要な資金にご利用いただけます。

教育資金にご利用いただけます。

預金業務

出し入れ自由

まとまった資金の短期運用に便利です。お引き出しの2日前までにご通知が必要
です。

納税資金づくりを目的とした預金で、非課税です。

当座預金

無利息型普通預金

普通預金

通知預金

総合口座

一般財形貯蓄

財形年金貯蓄

財形住宅貯蓄

納税準備預金

期日指定定期預金

スーパー定期預金

大口定期預金

変動金利定期預金

スーパー積金

年金定期積金

年金定期

小切手・手形で支払う商取引用の決済口座です。

預金保険制度により全額保護されます。

給与・年金等の自動受取や公共料金等の自動支払に便利です。

市場実勢により金利が決まる安全かつ有利な預金で、まとまった資金の運用
に最適です。

目的に向かって毎月一定額を積み立てる預金です。

預入日から6ヵ月ごとに金利が変わり、預入期間中も金利動向をキャッチでき
ます。個人向けの3年物のみ半年複利型を選択できます。

普通預金に定期預金をセットでき、必要時に定期預金の90％、最高200万円
まで自動融資が可能です。

1年ごとの複利で有利な預金です。1年据置後は1ヵ月前までにご通知いただ
ければ、満期日を自由に指定できます。

1ヵ月から始められる定期預金です。
個人向けの3年～10年物は半年複利型を選択できます。

当金庫で公的年金（国民年金・厚生年金・共済年金）、企業年金、労災年金、国
民年金基金、確定拠出年金を新たにお受け取り手続きをされた方、すでにお受
け取りいただいている方に優遇金利が適用されます。
※令和3年度より「定型方式3年」の新規受付は中止させていただきます。

当金庫で公的年金（国民年金・厚生年金・共済年金）、企業年金、労災年金、国
民年金基金、確定拠出年金を新たにお受け取り手続きをされた方、すでにお受
け取りいただいている方に優遇金利が適用されます。

お使いみちは自由ですが、課税扱いになります。財形持家融資利用の特典があり
ます。

老後の資産形成のための預金で、財形住宅貯蓄と合わせて550万円まで非課税
です。

マイホーム購入・建替え資金形成のための預金で、財形年金貯蓄と合わせて
550万円まで非課税です。

出し入れ自由

出し入れ自由

7日以上

最長3年

1ヵ月～10年

1ヵ月～10年

2年・3年

3年以上

5年以上

5年以上

6ヵ月・1年・2年
・3年・5年

定期預金は
1ヵ月～10年

１年・２年・３年・
５年

1年

引き出しは原則と
して納税のみ

1円以上

1円以上

1円以上

1万円以上

1,000円以上

1,000円以上

1,000円以上

1,000円以上

1,000円以上

1,000万円以上

1,000円以上

月掛3,000円以上
（1,000円単位）

定期預金は
10,000円以上

1,000円以上
500万円以内

月掛1万円以上
10万円以内

（1,000円単位）

1円以上

定

　
期
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預入金額預入期間種　類 内容と特色

24 25

事業者向け融資
内容と特色種　類

一般貸出  
パートナーズローン  
事業者ローン  
事業者カードローン  
夏季・年末特別融資  
技術力・経営力評価融資  
補助金サポート融資  
公的融資制度  
提携ローン  
アグリローン  
アパートオーナー向けリフォームローン 
マンション管理組合専用リフォームローン

手形の割引・手形貸付・証書貸付・当座貸越により資金をご利用いただけます。

法人のお客さまが、運転資金・設備資金にご利用いただけるローンです。

ご契約極度の範囲内で、運転資金・設備資金が反復利用できる当座貸越型のローンです。

ご契約極度の範囲内で、事業資金が反復利用できる当座貸越型のカードローンです。

ボーナス支給資金・季節運転資金にご利用いただけます。

企業の持つ技術力や成長性、経営力を評価し、運転資金・設備資金をご提供します。

新商品開発・新事業創出等に必要な資金をご提供します。

兵庫県及び各市町（営業店所在地）の制度融資をご利用いただけます。   

兵庫県及び姫路市医師会、兵庫県歯科医師会、全国石油協会、船舶振興会等の提携ローンをご利用いただけます。

農業経営に必要な運転資金及び設備資金にご利用いただけます。 

所有するアパートの増改築資金や設備機器購入等の付帯設備資金他にご利用いただけます。

分譲マンションの共用部分のリフォーム資金にご利用いただけます。

（注）上記以外にもローンを取扱っています。詳しくは最寄りの支店までお問い合わせください。ご利用に際しては、ご返済計画に無理がないかどうかよくご検討ください。

（令和3年7月1日現在）

〈ひめしん〉では、お客さまのニーズにお応えできるよう、各種商品を取り扱っています。
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中小企業・小規模事業者等（以下「中小企業」という。）の経営者の
方々による個人保証（経営者保証）の課題解決を目的に、日本商工
会議所と全国銀行協会を共同事務局とする「経営者保証に関する
ガイドライン研究会」では、中小企業（債務者）や経営者（保証人）、
金融機関（債権者）の自主的なルールとして「経営者保証に関するガ
イドライン」を策定しました。
平成26年2月1日以降、当金庫と中小企業の経営者の皆さま

との間で、新たに保証契約を締結する場合、既存の保証契約の見
直しや保証債務の整理をする場合等にこのガイドラインが適用され
ることとなります。
「経営者保証に関するガイドライン」の詳細につきましては、当金庫
ホームページ（https://www.shinkin.co.jp/himeshin/guide 
line/pdf/keieisyaguideline.pdf）をご参照ください。

Himeshin Disclosure 2021

主な事業のご案内

「経営者保証に関するガイドライン」について

また、当金庫では、中小企業の経営者の方からのガイドラインに関する相談窓口を右記のとおりご用意しております。 【相談窓口】 お客さまセンター
　　 ０１２０-３０７-８６０

内容と特色種　類
しんきん保証 住宅ローン
しんきん保証 子育て応援住宅ローン
しんきん保証 住宅ローン（無担保型）
全国保証 住宅ローン

フラット３５住宅ローン（機構提携型）

リフォームプラン・エコ
フリーローン「絆」
フリーローン「かりとく」
プレミアム１０００
フリーローン「Good」
フリーローン「ベストサポート」
教育ローンＧｏかく

カーライフプラン

エコマイカーローン

ロードマイカーローン

カードローン
きゃっする
エルドール
教育カードローン「New学」 

住宅の新築、土地・建物の購入（中古マンション・住宅含む）、他行肩代わり及び増改築のためのローンです。

同　　　上

同　　　上

同　　　上

独立行政法人住宅金融支援機構が行う証券化支援事業を活用したローンです。全期間固定金利であるため、
ご返済計画がたてやすくなっております。

エコ関連設備購入・設置及びそれに伴うリフォーム資金にご利用いただけます。

資金使途はご自由です。ただし、事業性資金、投機的資金は除きます。

資金使途はご自由です。事業性資金にもご利用いただけます。

資金使途はご自由です。ただし、事業性資金、投機的資金は除きます。

資金使途はご自由です。事業性資金にもご利用いただけます。

住宅ローンをご利用中の方がご利用いただけます。資金使途はご自由です。ただし、事業性資金、投機的資金は除きます。

入学金、授業料、学校納付金等にご利用いただけます。

自動車購入資金から運転免許取得費用や車庫設置費用、また自動車のローンの借換資金など幅広い資金を
タイムリーにご利用いただけます。ただし、事業性資金は除きます。

プラグインハイブリッド車、ハイブリッド自動車、電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、
クリーンディーゼル車、国土交通省が定めるエコカー減税対象車の新車購入資金。ただし、事業性資金は除きます。

エコカー以外の自動車・自動二輪車の新車・中古車購入、カー用品購入、車検、修理、運転免許取得費用、
マイカーローンの借換などで、事業性資金は除きます。

消費資金にご利用いただけます。

生活向上のために必要とする資金をタイムリーにご利用いただけます。

健康で文化的な生活を営むために必要な資金にご利用いただけます。

教育資金にご利用いただけます。

預金業務

出し入れ自由

まとまった資金の短期運用に便利です。お引き出しの2日前までにご通知が必要
です。

納税資金づくりを目的とした預金で、非課税です。

当座預金

無利息型普通預金

普通預金

通知預金

総合口座

一般財形貯蓄

財形年金貯蓄

財形住宅貯蓄

納税準備預金

期日指定定期預金

スーパー定期預金

大口定期預金

変動金利定期預金

スーパー積金

年金定期積金

年金定期

小切手・手形で支払う商取引用の決済口座です。

預金保険制度により全額保護されます。

給与・年金等の自動受取や公共料金等の自動支払に便利です。

市場実勢により金利が決まる安全かつ有利な預金で、まとまった資金の運用
に最適です。

目的に向かって毎月一定額を積み立てる預金です。

預入日から6ヵ月ごとに金利が変わり、預入期間中も金利動向をキャッチでき
ます。個人向けの3年物のみ半年複利型を選択できます。

普通預金に定期預金をセットでき、必要時に定期預金の90％、最高200万円
まで自動融資が可能です。

1年ごとの複利で有利な預金です。1年据置後は1ヵ月前までにご通知いただ
ければ、満期日を自由に指定できます。

1ヵ月から始められる定期預金です。
個人向けの3年～10年物は半年複利型を選択できます。

当金庫で公的年金（国民年金・厚生年金・共済年金）、企業年金、労災年金、国
民年金基金、確定拠出年金を新たにお受け取り手続きをされた方、すでにお受
け取りいただいている方に優遇金利が適用されます。
※令和3年度より「定型方式3年」の新規受付は中止させていただきます。

当金庫で公的年金（国民年金・厚生年金・共済年金）、企業年金、労災年金、国
民年金基金、確定拠出年金を新たにお受け取り手続きをされた方、すでにお受
け取りいただいている方に優遇金利が適用されます。

お使いみちは自由ですが、課税扱いになります。財形持家融資利用の特典があり
ます。

老後の資産形成のための預金で、財形住宅貯蓄と合わせて550万円まで非課税
です。

マイホーム購入・建替え資金形成のための預金で、財形年金貯蓄と合わせて
550万円まで非課税です。

出し入れ自由

出し入れ自由

7日以上

最長3年

1ヵ月～10年

1ヵ月～10年

2年・3年

3年以上

5年以上

5年以上

6ヵ月・1年・2年
・3年・5年

定期預金は
1ヵ月～10年

１年・２年・３年・
５年

1年

引き出しは原則と
して納税のみ

1円以上

1円以上

1円以上

1万円以上

1,000円以上

1,000円以上

1,000円以上

1,000円以上

1,000円以上

1,000万円以上

1,000円以上

月掛3,000円以上
（1,000円単位）

定期預金は
10,000円以上

1,000円以上
500万円以内

月掛1万円以上
10万円以内

（1,000円単位）

1円以上
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預入金額預入期間種　類 内容と特色
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事業者向け融資
内容と特色種　類

一般貸出  
パートナーズローン  
事業者ローン  
事業者カードローン  
夏季・年末特別融資  
技術力・経営力評価融資  
補助金サポート融資  
公的融資制度  
提携ローン  
アグリローン  
アパートオーナー向けリフォームローン 
マンション管理組合専用リフォームローン

手形の割引・手形貸付・証書貸付・当座貸越により資金をご利用いただけます。

法人のお客さまが、運転資金・設備資金にご利用いただけるローンです。

ご契約極度の範囲内で、運転資金・設備資金が反復利用できる当座貸越型のローンです。

ご契約極度の範囲内で、事業資金が反復利用できる当座貸越型のカードローンです。

ボーナス支給資金・季節運転資金にご利用いただけます。

企業の持つ技術力や成長性、経営力を評価し、運転資金・設備資金をご提供します。

新商品開発・新事業創出等に必要な資金をご提供します。

兵庫県及び各市町（営業店所在地）の制度融資をご利用いただけます。   

兵庫県及び姫路市医師会、兵庫県歯科医師会、全国石油協会、船舶振興会等の提携ローンをご利用いただけます。

農業経営に必要な運転資金及び設備資金にご利用いただけます。 

所有するアパートの増改築資金や設備機器購入等の付帯設備資金他にご利用いただけます。

分譲マンションの共用部分のリフォーム資金にご利用いただけます。

（注）上記以外にもローンを取扱っています。詳しくは最寄りの支店までお問い合わせください。ご利用に際しては、ご返済計画に無理がないかどうかよくご検討ください。

（令和3年7月1日現在）

〈ひめしん〉では、お客さまのニーズにお応えできるよう、各種商品を取り扱っています。



為替業務
種　類 内容と特色

その他の業務
種　類 内容と特色

事業性損害保険販売業務
種　類 内容と特色

証券業務

（注）外貨両替は、外貨両替店（本店営業部、駅前支店、加古川支店、広畑支店、明石支店、神戸西支店、北支店、三木支店）で取扱っております。
なお、上記以外の営業店は、お取次ぎいたします。

種　類 内容と特色

保険販売業務
種　類 内容と特色

国際業務
種　類 内容と特色 期 間 金 額

代理貸付業務
取扱機関 信金中央金庫、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人勤労者退職金共済機構、日本政策投資銀行、

独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人福祉医療機構、日本政策金融公庫 等
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振込・送金

代金取立  

当金庫の本支店はもちろんのこと、全国の信用金庫、銀行、ゆうちょ銀行、信用組合、農協等の本支店との間において、安全かつ
確実に振込ができます。電信扱と文書扱があります。 

手形、小切手などを取り立てて、ご指定の口座へ入金いたします。 確定拠出年金業務

確定拠出年金は、加入者や加入者の勤務する企業が拠出した掛け金を、加入者自身の責任で運用し、運
用結果がそのまま年金額に反映する制度です。
〈ひめしん〉では、確定拠出年金の運営管理機関、また受付金融機関として、個人型確定拠出年金を取
扱っています。

信託契約代理業務
信金中央金庫・三井住友信託銀行・三菱UFJ信託銀行・みずほ信託銀行の信託代理店として信託業務
（土地信託、公益信託、特定贈与信託、暦年贈与信託、年金信託、特定金銭信託）の取扱いを行っています。
※本店営業部にて取扱いしております。その他営業店でも受付し、取扱店へお取次ぎいたします。

国民年金基金の
加入勧奨業務

国民年金基金は、自営業者などの方々がゆとりある老後を過ごすことができるように、老齢基礎年金に
上積みする給付を行う公的年金制度です。

遺言信託業務 遺言の作成に必要な相続人・受遺者、対象となる財産についてのご相談から、遺言書の保管、執行に至
るまでお引き受けいたします。

遺産整理業務 相続手続きに不慣れな方や、お忙しい方のために、煩雑な遺産分割、相続手続きのお手伝いをさせてい
ただきます。

私募債受託業務
私募債発行にかかる受託業務を通じて、中小企業のみなさまの資本市場からの直接調達をお手伝いし
ています。中小企業特定社債保証制度（信用保証協会保証付私募債）も取扱っており、多様化する資金調
達ニーズに幅広くお応えしています。

M&A仲介業務

中小企業の事業承継・営業権譲渡・企業買収等のニーズにお応えするため、信金キャピタル（株）および
（株）日本M&Aセンター、（株）トランビと提携し、M&Aを支援するため仲介業務の取扱いを行っています。
秘密保持契約を締結したうえで業務を行いますので、M&Aにかかる企業情報が外部に漏洩すること
は一切ございません。

代理収納 国税・県税・市税等の税金、公金、公共料金等を当金庫の窓口でお払い込みできます。

純金積立 当金庫がお客さまに代わって、毎日純金を買って積立てます。月々3,000円から始められます。

しんきんの事業性保険 

事業性火災保険

企業総合賠償責任保険で、日常業務に潜む様々な損害賠償のリスクを幅広く補償します。

事業用の建物・什器等を補償する商品となっています。
複数物件を包括して補償する商品や万が一の際の休業損失を補償する商品もございます。  

個人向け国債  
公共債ディーリング 
投資信託窓口販売  

個人向け国債の販売を行っています。種類は期間３年（固定金利）、期間５年（固定金利）、期間１０年（変動金利）の３種類です。 

既発債の売買（ディーリング）の取扱いで、お客さまのニーズにお応えしています。

多様化するお客さまの資金運用ニーズにお応えするため、各種ファンドを取揃えています。 

個人年金保険 
終身保険 
変額保険 
医療保険 
がん保険 
標準傷害保険

長期火災保険
「しんきんグッドすまいる」
債務返済支援保険
「しんきんグッドサポート」 

ゆとりのあるセカンドライフを実現する資産づくりをお手伝いします。  

一生涯にわたり死亡保障が得られます。  

死亡や高度障害に備えながら将来に向けた資産形成をすることができます。  

病気やケガで入院したり、所定の手術を受けたりした場合などに給付金を受け取ることができます。  

がんと診断されたり、がんによる入院、通院をしたりした場合などに給付金を受け取ることができます。  

24時間、国内外を問わず、様々な事故によるケガを補償します。  

お客さまに安心をお届けする住宅火災保険で、幅広い補償内容によりご納得いただける保険料がおすすめです。  

もしもの時の家族の安心のため、病気やケガで働くことができなくなった期間のご返済をバックアップします。  

外貨普通預金 

外貨定期預金
 
インパクトローン  
外貨両替  
海外送金  
債務保証
輸出入金融  

米ドル、ユーロ、豪ドル他の主要外貨建ての普通預金をご利用いただけます。

米ドル建て定期預金

豪ドル建て定期預金

先物予約付きの米ドル建て融資

米ドル紙幣の両替をご利用いただけます。  

海外への送金及び海外からの送金の受け取りをご利用いただけます。 

信用状発行を行っております。  

輸出入に係る輸出前貸、輸出手形の買取り、輸入代金決済資金の融資をご利用いただけます。

出し入れ自由

１週間、１・３・６ヵ月、１年

３ヵ月

６ヵ月以内

1通貨単位以上

１００通貨単位以上

１０,０００通貨単位以上

１０万ドル以上

主な事業のご案内
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為替業務
種　類 内容と特色

その他の業務
種　類 内容と特色

事業性損害保険販売業務
種　類 内容と特色

証券業務

（注）外貨両替は、外貨両替店（本店営業部、駅前支店、加古川支店、広畑支店、明石支店、神戸西支店、北支店、三木支店）で取扱っております。
なお、上記以外の営業店は、お取次ぎいたします。

種　類 内容と特色

保険販売業務
種　類 内容と特色

国際業務
種　類 内容と特色 期 間 金 額

代理貸付業務
取扱機関 信金中央金庫、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人勤労者退職金共済機構、日本政策投資銀行、

独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人福祉医療機構、日本政策金融公庫 等
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振込・送金

代金取立  

当金庫の本支店はもちろんのこと、全国の信用金庫、銀行、ゆうちょ銀行、信用組合、農協等の本支店との間において、安全かつ
確実に振込ができます。電信扱と文書扱があります。 

手形、小切手などを取り立てて、ご指定の口座へ入金いたします。 確定拠出年金業務

確定拠出年金は、加入者や加入者の勤務する企業が拠出した掛け金を、加入者自身の責任で運用し、運
用結果がそのまま年金額に反映する制度です。
〈ひめしん〉では、確定拠出年金の運営管理機関、また受付金融機関として、個人型確定拠出年金を取
扱っています。

信託契約代理業務
信金中央金庫・三井住友信託銀行・三菱UFJ信託銀行・みずほ信託銀行の信託代理店として信託業務
（土地信託、公益信託、特定贈与信託、暦年贈与信託、年金信託、特定金銭信託）の取扱いを行っています。
※本店営業部にて取扱いしております。その他営業店でも受付し、取扱店へお取次ぎいたします。

国民年金基金の
加入勧奨業務

国民年金基金は、自営業者などの方々がゆとりある老後を過ごすことができるように、老齢基礎年金に
上積みする給付を行う公的年金制度です。

遺言信託業務 遺言の作成に必要な相続人・受遺者、対象となる財産についてのご相談から、遺言書の保管、執行に至
るまでお引き受けいたします。

遺産整理業務 相続手続きに不慣れな方や、お忙しい方のために、煩雑な遺産分割、相続手続きのお手伝いをさせてい
ただきます。

私募債受託業務
私募債発行にかかる受託業務を通じて、中小企業のみなさまの資本市場からの直接調達をお手伝いし
ています。中小企業特定社債保証制度（信用保証協会保証付私募債）も取扱っており、多様化する資金調
達ニーズに幅広くお応えしています。

M&A仲介業務

中小企業の事業承継・営業権譲渡・企業買収等のニーズにお応えするため、信金キャピタル（株）および
（株）日本M&Aセンター、（株）トランビと提携し、M&Aを支援するため仲介業務の取扱いを行っています。
秘密保持契約を締結したうえで業務を行いますので、M&Aにかかる企業情報が外部に漏洩すること
は一切ございません。

代理収納 国税・県税・市税等の税金、公金、公共料金等を当金庫の窓口でお払い込みできます。

純金積立 当金庫がお客さまに代わって、毎日純金を買って積立てます。月々3,000円から始められます。

しんきんの事業性保険 

事業性火災保険

企業総合賠償責任保険で、日常業務に潜む様々な損害賠償のリスクを幅広く補償します。

事業用の建物・什器等を補償する商品となっています。
複数物件を包括して補償する商品や万が一の際の休業損失を補償する商品もございます。  

個人向け国債  
公共債ディーリング 
投資信託窓口販売  

個人向け国債の販売を行っています。種類は期間３年（固定金利）、期間５年（固定金利）、期間１０年（変動金利）の３種類です。 

既発債の売買（ディーリング）の取扱いで、お客さまのニーズにお応えしています。

多様化するお客さまの資金運用ニーズにお応えするため、各種ファンドを取揃えています。 

個人年金保険 
終身保険 
変額保険 
医療保険 
がん保険 
標準傷害保険

長期火災保険
「しんきんグッドすまいる」
債務返済支援保険
「しんきんグッドサポート」 

ゆとりのあるセカンドライフを実現する資産づくりをお手伝いします。  

一生涯にわたり死亡保障が得られます。  

死亡や高度障害に備えながら将来に向けた資産形成をすることができます。  

病気やケガで入院したり、所定の手術を受けたりした場合などに給付金を受け取ることができます。  

がんと診断されたり、がんによる入院、通院をしたりした場合などに給付金を受け取ることができます。  

24時間、国内外を問わず、様々な事故によるケガを補償します。  

お客さまに安心をお届けする住宅火災保険で、幅広い補償内容によりご納得いただける保険料がおすすめです。  

もしもの時の家族の安心のため、病気やケガで働くことができなくなった期間のご返済をバックアップします。  

外貨普通預金 

外貨定期預金
 
インパクトローン  
外貨両替  
海外送金  
債務保証
輸出入金融  

米ドル、ユーロ、豪ドル他の主要外貨建ての普通預金をご利用いただけます。

米ドル建て定期預金

豪ドル建て定期預金

先物予約付きの米ドル建て融資

米ドル紙幣の両替をご利用いただけます。  

海外への送金及び海外からの送金の受け取りをご利用いただけます。 

信用状発行を行っております。  

輸出入に係る輸出前貸、輸出手形の買取り、輸入代金決済資金の融資をご利用いただけます。

出し入れ自由

１週間、１・３・６ヵ月、１年

３ヵ月

６ヵ月以内

1通貨単位以上

１００通貨単位以上

１０,０００通貨単位以上

１０万ドル以上

主な事業のご案内
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    1～     50枚
    1～   300枚
301～    500枚
501～ 1,000枚（1回の上限） 

無 料
100
200
300

1,320
33,000
55,000
33,000
33,000
33,000
11,000

11,000～33,000

22,000
22,000

55,000

Himeshin Disclosure 2021主な事業のご案内

店舗案内や文化活動、各種商品やサービスなどの情報を掲載したホームページをインターネットに開
設しています。アドレスは、https://www.shinkin.co.jp/himeshin/ です。ホームページ

個人のお客さまを対象に、パソコン・スマートフォン・携帯電話を利用して、インターネットによる「残
高照会」「入出金明細照会」等の照会サービス、資金移動（振込・振替）サービス、Eメール通知サー
ビス、マルチペイメント（公共料金・税金等の納付）サービスが利用できるタイムリーなサービスです。

インターネットバンキング

法人や個人事業主のお客さまを対象に、パソコンを利用して、インターネットによる「残高照会」「入出
金明細照会」等の照会サービス、資金移動（振込・振替）サービス、一括データ伝送システムを利用した
「総合振込」「給与振込」「預金口座振替」、マルチペイメント（公共料金・税金等の納付）サービスが利用
できるビジネスタイプの便利なサービスです。

法人
インターネットバンキング

電子記録債権法に基づき「でんさいネット」を利用して提供する決済サービスです。インターネット
（PC）等を通じて、電子記録債権を記録・管理する電子債権記録機関の記録原簿へ電子記録すること
で、安全・簡易・迅速に、支払いや譲渡等を行うことができます。

電子記録債権サービス
（でんさいネット）

個人のお客さまを対象に、インターネットを利用して、投資信託の購入申込み、売却の申込み、積立投
信（定時定額）の新規申込み・変更申込み、残高・取引照会などを、いつでもどこでも手軽にご利用い
ただけるサービスです。

投信インターネットサービス

VISA、JCB他の各種クレジットカードのお申込み・加盟店へのご加入をお手伝いします。また、前
記クレジットカードのキャッシングサービスを当金庫ATMでご利用いただけます。クレジットカードサービス

J-Debitのマークがあるお店で、端末にキャッシュカードを通し暗証番号を入力するだけで、お買い物
やご飲食などのご利用代金がお客さまの口座から即時に決済できます。デビットカードサービス

総合口座の定期預金口座や定期預金通帳をお持ちであれば、ATMの画面の案内に沿って、預け入れが簡単
にできるサービスです。ATM定期預金預入サービス

お客さまのパソコンなどにより、「資金移動（振込、振替）」や一括データ伝送システムを利用した「総合
振込」「給与振込」が可能となり、資金の効率的な運用や事務の省力化が図れます。ファームバンキング

貴重品や重要書類などを災害から守り安全に保管いたします。本店営業部、駅前、飾磨、手柄、龍野、
加古川、高砂、神戸西、六甲、春日野、湊川、白国、大津、小野、東加古川、本荘、大久保、葺合、丸山、
名倉、駅南、土山の各支店でお取扱いしています。

貸金庫（および保護函）

事業経営者のために、創業・新事業支援、事業再生支援、事業承継支援、M&A相談、産学連携支援、
ビジネス・マッチング支援、技術評価支援等、各種経営相談を受付しています。経営相談コーナー

Pay-easy（ペイジー）マークが表示されている各種収納企業の窓口で、専用端末にキャッシュカードと
暗証番号を入力するだけで、即座に口座振替契約が完了するサービスです。

Pay-easy （ペイジー）
口座振替受付サービス

お客さまのFAXから「総合振込」「給与振込」の予約ができます。来店不要で振込ができる便利なサービ
スです。

種　類

お客さまの口座の振込・取立入金内容及び自動引落の連絡などを、電話・FAXにてお知らせいたし
ます。また、「残高照会」「入出金明細照会」などもでき、たいへん便利なサービスです。 テレホンサービス

当金庫で普通預金をお持ちの個人のお客さまがご利用いただけます。専用アプリでいつでもどこで
も、入出金明細や残高をスマートフォン・アプリで確認できます。

アプリ内で当金庫所定のお客さま情報をご入力いただき、「本人確認資料」と「印影」を撮影、送信
いただくことで、簡単・便利に口座開設のお申し込みができます。

通帳レスサービス
（しんきん通帳アプリ）

スマホ口座開設サービス

しんきんファクシミリ
振込サービス（ペイバイFAX）

各種サービス
内容と特色

主な手数料

一般証書貸付 
住宅ローン〈変動金利型〉
住宅ローン〈固定金利型、固定金利選択型の特約期間中〉
一般証書貸付
住宅ローン 

残存期間1年未満
 

残存期間1年以上

変動金利型から固定金利選択型への変更
固定金利選択型の規定に伴う3年・5年・10年毎の選択
〈特約期間終了後【固定金利】を再選択する場合〉
金利引き下げ

上記以外の借入条件変更（一般証書貸付・住宅ローン）
債務の履行状況に関する開示手数料　　1債務者毎

変動金利型・固定金利型・
固定金利選択型の特約期間中

5,500
5,500
22,000

無 料

無 料
55,000

11,000

11,000

無 料
5,500
5,500

一
部

繰
上
返
済

全
額

繰
上
返
済

住
宅
ロ
ー
ン

金
利
タ
イ
プ
変
更

 
窓　口

 5万円未満
  5万円以上
 ATM（現金による） 5万円未満
 ファームバンキング 5万円以上
 ATM（当金庫カードによる） 5万円未満
 インターネットバンキング 5万円以上
 法人インターネット 5万円未満
 バンキング 5万円以上
 総合振込（依頼書） 5万円未満
 （OCR）  5万円以上
 総合振込（依頼書） 5万円未満
 （私製用紙） 5万円以上

 給与振込
 OCR、FB

  私製用紙
 しんきんファクシミリ 5万円未満
 振込サービス 5万円以上
 （ペイバイFAX） 給与振込
代金取立（注1） 1通
振込組戻  1通
取立手形組戻  1通
取立手形店頭呈示  1通
不渡手形返却  1通

無 料
330
550
（注10）

    1～     50枚
  51～   500枚
501～ 1,000枚
        1,001枚以上

    1～   500枚（1日1回目）
                      （2回目以降1回につき）
501～ 1,000枚
        1,001枚以上

（   　　　  　　　 ）1日1回のみ・当金庫
キャッシュカード挿入必要

1口座 
1枚
1通
1通

1件
1件
1枚
初回および登録内容変更時
1冊（50枚綴）
1冊（25枚綴）
カードローン、きゃっする
事業者カードローン　1枚

送金（1件）
海外チャージ（送金依頼人負担の場合のみ）（注7）
円貨建取扱、外貨建外貨預金払取扱（注8）
円貨建取扱、外貨建外貨受取扱（注8）  
外貨建円貨受（  　　　　      ）
コルレス為銀

1年間
1冊（50枚綴）

無 料
550
550

500枚毎に550円加算

窓口扱

両替機（注11）

マル専預金口座開設 
マル専手形発行
残高証明書発行
既経過利息計算書発行手数料
他行向税金取次手数料

ICキャッシュカード新規
通帳・証書・キャッシュカード再発行（注6）
自己宛小切手発行

小切手・
 署名判登録手数料

手形発行 小切手帳発行
 手形帳発行

ローンカード新規取扱手数料 

国債保護預り

 仕向送金
 外国為替

 被仕向送金
 
 1年間
        

（注9） 　第1種
貸金庫 　第2種
（保護函） 　第3種
 　第4種
 　第5種

夜間金庫 使用料

 専用入金帳

円貨両替
手数料

大量硬貨入金手数料

不使用口座管理手数料（注14）

不動産担保 
事務取扱 
手数料

住宅ローン
住宅ローン以外

根抵当権の譲受・追加担保設定
根抵当権の極度額の変更・一部抹消・順位変更等
不動産商品物件の抹消等（一部抹消含む）
根抵当権の全部抹消・譲渡等

新規設定

動産譲渡担保権設定（1契約）
債権譲渡担保権設定（1契約）

一律

［出金］ 　 ［入金］

種　類 当金庫本支店宛
（窓口扱いを除く同一店
への振込は無料です）

他の金融機関
［文書扱］ ［電信扱］

種　類 数　量 手数料

当金庫カード
［出金］ 　 ［入金］利用時間帯 ゆうちょカード

［出金］ 　 ［入金］
銀行系クレジットカード等
［出金］ 　 ［入金］

年間

2928

（注1）他の金融機関宛の内、当金庫本支店所在地は無料、京都、大阪、奈良は660円、その他の地域は880円。　（注2）制度融資（信用保証協会の保証付）については、手数料を免除
しております。　（注3）ファームバンキング契約者については、基本手数料は不要です。　（注4）その他のお取引については当金庫ホームページに掲載しております。　（注5）平成8年
12月以前の履歴については取扱いしておりません。定期性預金の履歴について、1年未満の期間は1年として手数料を計算します。　（注6）磁気データ・ICチップの読み取り不能による
カードの再発行、及び通帳・証書の繰越は無料です。　（注7）海外より追加請求があれば後日実費負担となります。　（注8）最低手数料は2,500円です。　（注9）支店によって取扱う
タイプ（保護函、カード式・全自動式）、種別（サイズ）が異なります。　（注10）1,001枚以上は上記枚数ごとの手数料が加算されます。　（注11）設置店舗と未設置店舗がございます。
（注12）第二地銀・信用組合・労働金庫が該当します。　（注13）一部取扱いのできないクレジット会社があります。　（注14）令和３年４月１日以降に開設された普通預金口座（貯蓄預金、
無利息型普通預金を含みます）が最後の預入れまたは払戻し（決算利息の組入れおよび本手数料の引落しを除きます）から２年以上経過し、かつ次の①～③すべてに該当する場合に「不
使用口座」としてお取り扱いします。 ①残高が１万円未満のこと ②同一店舗に定期性預金・外貨預金・投資信託・保険・国債等のお取引がないこと ③同一店舗にお借入れがないこと

期
限
前
返
済
等
手
数
料

220
440
110
330
110
220
110
220
220
440
330
550
無 料
無 料
110
330
無 料
無 料
660
880
880
880

660
880
880
880

660～880

550
770
̶ 
̶ 
̶ 
̶ 
̶ 
― 
― 
― 
― 
― 
― 
― 
̶ 
̶ 
̶ 

550
770
440
660
220
440
330
550
550
770
660
880
220
330
440
660
220

種　類 手数料

110
無 料
110
110
110
無 料
110
110
110
110
110

無 料
無 料
無 料
無 料
無 料
無 料
無 料
無 料
無 料
無 料
無 料

他信金カード
［出金］ 　 ［入金］

110
無 料
110
110
110
無 料
110
110
110
110
110

110
無 料
110
110
110
無 料
110
110
110
110
110

他金融機関カード
［出金］ 　 ［入金］

220
110
220
220
220
110
220
220
220
220
220

̶ 
̶ 
̶ 
̶ 
̶ 
̶ 
̶ 
̶ 
̶ 
̶ 
̶ 

220
110
220
220
220
110
220
220
220
220
220

220
110
220
220
220
110
220
220
220
220
220

220
110
220
220
220
110
220
220
220
220
220

220
110
220
220
220
110
220
220
220
220
220

110
無 料
110
110
̶ 
無 料
110
110
̶ 
110
110

無 料
無 料
無 料
無 料
 ̶ 
無 料
無 料
無 料
̶ 
無 料
無 料

3,300
275
770

1,100
660

無 料
 1,100
 550

5,500
 660
 550

無 料
1,100
無 料

4,000
2,500

送金額×0.05%
被送金額×0.05%

2,500
実費請求

55,000
5,500

（注13）（注12）

円換算1百万円相当額
以下の場合のみ

（カード式・全自動式）
13,200 

15,840～19,800
21,120 
26,400 
33,000 

（保護函）
 ̶

13,200
 ̶
 ̶
 ̶

テレホンサービス 基本手数料（注3） 1カ月
 基本手数料　　  1カ月
ファームバンキング  照会・資金移動サービスのみの場合
  一括データ伝送サービスも含める場合
インターネットバンキング 基本手数料 　　 
 基本手数料 　　 1カ月
法人インターネット  照会・資金移動サービスのみの場合
バンキング  一括データ伝送サービスも含める場合
　　　　　　　　　  お客様カード再発行手数料　　 1件
 基本手数料 　　 1カ月
 記録請求等取引 （注4）　　 1件

でんさいネット

種　類 手数料
550

1,100
2,200
無 料

1,100
2,200
1,100
1,100

振
　 込
　（
1
件
）

（注2）

（単位：円/令和3年4月1日現在）

個人情報
開示手数料

流動性預金の履歴（H9/1～）

定期性預金の履歴（H9/1～）

（注5） 上記以外

1口座 1カ月毎
1顧客 1年毎
基本情報等 申込書用紙1枚につき

110
770

1,100

取引

発生記録
譲渡記録
分割譲渡記録

当庫
220
220
220

インターネット 窓口
他行
330
330
330

当庫
440
440
440

他行
660
660
660

（および1/1～1/3）

8:00～  8:45
8:45～18:00
18:00～19:00
19:00～21:00
8:00～  9:00
9:00～14:00
14:00～17:00
17:00～19:00
8:00～  9:00
9:00～17:00
17:00～19:00

ATM利用
（1回）

平　日

土曜日

 日曜日・祝日

質権設定事務
取扱手数料
動産担保事務
取扱手数料
住宅ローン事務
取扱手数料

新規設定
（抵当権・根抵当権）



    1～     50枚
    1～   300枚
301～    500枚
501～ 1,000枚（1回の上限） 

無 料
100
200
300

1,320
33,000
55,000
33,000
33,000
33,000
11,000

11,000～33,000

22,000
22,000

55,000

Himeshin Disclosure 2021主な事業のご案内

店舗案内や文化活動、各種商品やサービスなどの情報を掲載したホームページをインターネットに開
設しています。アドレスは、https://www.shinkin.co.jp/himeshin/ です。ホームページ

個人のお客さまを対象に、パソコン・スマートフォン・携帯電話を利用して、インターネットによる「残
高照会」「入出金明細照会」等の照会サービス、資金移動（振込・振替）サービス、Eメール通知サー
ビス、マルチペイメント（公共料金・税金等の納付）サービスが利用できるタイムリーなサービスです。

インターネットバンキング

法人や個人事業主のお客さまを対象に、パソコンを利用して、インターネットによる「残高照会」「入出
金明細照会」等の照会サービス、資金移動（振込・振替）サービス、一括データ伝送システムを利用した
「総合振込」「給与振込」「預金口座振替」、マルチペイメント（公共料金・税金等の納付）サービスが利用
できるビジネスタイプの便利なサービスです。

法人
インターネットバンキング

電子記録債権法に基づき「でんさいネット」を利用して提供する決済サービスです。インターネット
（PC）等を通じて、電子記録債権を記録・管理する電子債権記録機関の記録原簿へ電子記録すること
で、安全・簡易・迅速に、支払いや譲渡等を行うことができます。

電子記録債権サービス
（でんさいネット）

個人のお客さまを対象に、インターネットを利用して、投資信託の購入申込み、売却の申込み、積立投
信（定時定額）の新規申込み・変更申込み、残高・取引照会などを、いつでもどこでも手軽にご利用い
ただけるサービスです。

投信インターネットサービス

VISA、JCB他の各種クレジットカードのお申込み・加盟店へのご加入をお手伝いします。また、前
記クレジットカードのキャッシングサービスを当金庫ATMでご利用いただけます。クレジットカードサービス

J-Debitのマークがあるお店で、端末にキャッシュカードを通し暗証番号を入力するだけで、お買い物
やご飲食などのご利用代金がお客さまの口座から即時に決済できます。デビットカードサービス

総合口座の定期預金口座や定期預金通帳をお持ちであれば、ATMの画面の案内に沿って、預け入れが簡単
にできるサービスです。ATM定期預金預入サービス

お客さまのパソコンなどにより、「資金移動（振込、振替）」や一括データ伝送システムを利用した「総合
振込」「給与振込」が可能となり、資金の効率的な運用や事務の省力化が図れます。ファームバンキング

貴重品や重要書類などを災害から守り安全に保管いたします。本店営業部、駅前、飾磨、手柄、龍野、
加古川、高砂、神戸西、六甲、春日野、湊川、白国、大津、小野、東加古川、本荘、大久保、葺合、丸山、
名倉、駅南、土山の各支店でお取扱いしています。

貸金庫（および保護函）

事業経営者のために、創業・新事業支援、事業再生支援、事業承継支援、M&A相談、産学連携支援、
ビジネス・マッチング支援、技術評価支援等、各種経営相談を受付しています。経営相談コーナー

Pay-easy（ペイジー）マークが表示されている各種収納企業の窓口で、専用端末にキャッシュカードと
暗証番号を入力するだけで、即座に口座振替契約が完了するサービスです。

Pay-easy （ペイジー）
口座振替受付サービス

お客さまのFAXから「総合振込」「給与振込」の予約ができます。来店不要で振込ができる便利なサービ
スです。

種　類

お客さまの口座の振込・取立入金内容及び自動引落の連絡などを、電話・FAXにてお知らせいたし
ます。また、「残高照会」「入出金明細照会」などもでき、たいへん便利なサービスです。 テレホンサービス

当金庫で普通預金をお持ちの個人のお客さまがご利用いただけます。専用アプリでいつでもどこで
も、入出金明細や残高をスマートフォン・アプリで確認できます。

アプリ内で当金庫所定のお客さま情報をご入力いただき、「本人確認資料」と「印影」を撮影、送信
いただくことで、簡単・便利に口座開設のお申し込みができます。

通帳レスサービス
（しんきん通帳アプリ）

スマホ口座開設サービス

しんきんファクシミリ
振込サービス（ペイバイFAX）

各種サービス
内容と特色

主な手数料

一般証書貸付 
住宅ローン〈変動金利型〉
住宅ローン〈固定金利型、固定金利選択型の特約期間中〉
一般証書貸付
住宅ローン 

残存期間1年未満
 

残存期間1年以上

変動金利型から固定金利選択型への変更
固定金利選択型の規定に伴う3年・5年・10年毎の選択
〈特約期間終了後【固定金利】を再選択する場合〉
金利引き下げ

上記以外の借入条件変更（一般証書貸付・住宅ローン）
債務の履行状況に関する開示手数料　　1債務者毎

変動金利型・固定金利型・
固定金利選択型の特約期間中

5,500
5,500
22,000

無 料

無 料
55,000

11,000

11,000

無 料
5,500
5,500

一
部

繰
上
返
済

全
額

繰
上
返
済

住
宅
ロ
ー
ン

金
利
タ
イ
プ
変
更

 
窓　口

 5万円未満
  5万円以上
 ATM（現金による） 5万円未満
 ファームバンキング 5万円以上
 ATM（当金庫カードによる） 5万円未満
 インターネットバンキング 5万円以上
 法人インターネット 5万円未満
 バンキング 5万円以上
 総合振込（依頼書） 5万円未満
 （OCR）  5万円以上
 総合振込（依頼書） 5万円未満
 （私製用紙） 5万円以上

 給与振込
 OCR、FB

  私製用紙
 しんきんファクシミリ 5万円未満
 振込サービス 5万円以上
 （ペイバイFAX） 給与振込
代金取立（注1） 1通
振込組戻  1通
取立手形組戻  1通
取立手形店頭呈示  1通
不渡手形返却  1通

無 料
330
550
（注10）

    1～     50枚
  51～   500枚
501～ 1,000枚
        1,001枚以上

    1～   500枚（1日1回目）
                      （2回目以降1回につき）
501～ 1,000枚
        1,001枚以上

（   　　　  　　　 ）1日1回のみ・当金庫
キャッシュカード挿入必要

1口座 
1枚
1通
1通

1件
1件
1枚
初回および登録内容変更時
1冊（50枚綴）
1冊（25枚綴）
カードローン、きゃっする
事業者カードローン　1枚

送金（1件）
海外チャージ（送金依頼人負担の場合のみ）（注7）
円貨建取扱、外貨建外貨預金払取扱（注8）
円貨建取扱、外貨建外貨受取扱（注8）  
外貨建円貨受（  　　　　      ）
コルレス為銀

1年間
1冊（50枚綴）

無 料
550
550

500枚毎に550円加算

窓口扱

両替機（注11）

マル専預金口座開設 
マル専手形発行
残高証明書発行
既経過利息計算書発行手数料
他行向税金取次手数料

ICキャッシュカード新規
通帳・証書・キャッシュカード再発行（注6）
自己宛小切手発行

小切手・
 署名判登録手数料

手形発行 小切手帳発行
 手形帳発行

ローンカード新規取扱手数料 

国債保護預り

 仕向送金
 外国為替

 被仕向送金
 
 1年間
        

（注9） 　第1種
貸金庫 　第2種
（保護函） 　第3種
 　第4種
 　第5種

夜間金庫 使用料

 専用入金帳

円貨両替
手数料

大量硬貨入金手数料

不使用口座管理手数料（注14）

不動産担保 
事務取扱 
手数料

住宅ローン
住宅ローン以外

根抵当権の譲受・追加担保設定
根抵当権の極度額の変更・一部抹消・順位変更等
不動産商品物件の抹消等（一部抹消含む）
根抵当権の全部抹消・譲渡等

新規設定

動産譲渡担保権設定（1契約）
債権譲渡担保権設定（1契約）

一律

［出金］ 　 ［入金］

種　類 当金庫本支店宛
（窓口扱いを除く同一店
への振込は無料です）

他の金融機関
［文書扱］ ［電信扱］

種　類 数　量 手数料

当金庫カード
［出金］ 　 ［入金］利用時間帯 ゆうちょカード

［出金］ 　 ［入金］
銀行系クレジットカード等
［出金］ 　 ［入金］

年間

2928

（注1）他の金融機関宛の内、当金庫本支店所在地は無料、京都、大阪、奈良は660円、その他の地域は880円。　（注2）制度融資（信用保証協会の保証付）については、手数料を免除
しております。　（注3）ファームバンキング契約者については、基本手数料は不要です。　（注4）その他のお取引については当金庫ホームページに掲載しております。　（注5）平成8年
12月以前の履歴については取扱いしておりません。定期性預金の履歴について、1年未満の期間は1年として手数料を計算します。　（注6）磁気データ・ICチップの読み取り不能による
カードの再発行、及び通帳・証書の繰越は無料です。　（注7）海外より追加請求があれば後日実費負担となります。　（注8）最低手数料は2,500円です。　（注9）支店によって取扱う
タイプ（保護函、カード式・全自動式）、種別（サイズ）が異なります。　（注10）1,001枚以上は上記枚数ごとの手数料が加算されます。　（注11）設置店舗と未設置店舗がございます。
（注12）第二地銀・信用組合・労働金庫が該当します。　（注13）一部取扱いのできないクレジット会社があります。　（注14）令和３年４月１日以降に開設された普通預金口座（貯蓄預金、
無利息型普通預金を含みます）が最後の預入れまたは払戻し（決算利息の組入れおよび本手数料の引落しを除きます）から２年以上経過し、かつ次の①～③すべてに該当する場合に「不
使用口座」としてお取り扱いします。 ①残高が１万円未満のこと ②同一店舗に定期性預金・外貨預金・投資信託・保険・国債等のお取引がないこと ③同一店舗にお借入れがないこと

期
限
前
返
済
等
手
数
料

220
440
110
330
110
220
110
220
220
440
330
550
無 料
無 料
110
330
無 料
無 料
660
880
880
880

660
880
880
880

660～880

550
770
̶ 
̶ 
̶ 
̶ 
̶ 
― 
― 
― 
― 
― 
― 
― 
̶ 
̶ 
̶ 

550
770
440
660
220
440
330
550
550
770
660
880
220
330
440
660
220

種　類 手数料

110
無 料
110
110
110
無 料
110
110
110
110
110

無 料
無 料
無 料
無 料
無 料
無 料
無 料
無 料
無 料
無 料
無 料

他信金カード
［出金］ 　 ［入金］

110
無 料
110
110
110
無 料
110
110
110
110
110

110
無 料
110
110
110
無 料
110
110
110
110
110

他金融機関カード
［出金］ 　 ［入金］

220
110
220
220
220
110
220
220
220
220
220

̶ 
̶ 
̶ 
̶ 
̶ 
̶ 
̶ 
̶ 
̶ 
̶ 
̶ 

220
110
220
220
220
110
220
220
220
220
220

220
110
220
220
220
110
220
220
220
220
220

220
110
220
220
220
110
220
220
220
220
220

220
110
220
220
220
110
220
220
220
220
220

110
無 料
110
110
̶ 
無 料
110
110
̶ 
110
110

無 料
無 料
無 料
無 料
 ̶ 
無 料
無 料
無 料
̶ 
無 料
無 料

3,300
275
770

1,100
660

無 料
 1,100
 550

5,500
 660
 550

無 料
1,100
無 料

4,000
2,500

送金額×0.05%
被送金額×0.05%

2,500
実費請求

55,000
5,500

（注13）（注12）

円換算1百万円相当額
以下の場合のみ

（カード式・全自動式）
13,200 

15,840～19,800
21,120 
26,400 
33,000 

（保護函）
 ̶

13,200
 ̶
 ̶
 ̶

テレホンサービス 基本手数料（注3） 1カ月
 基本手数料　　  1カ月
ファームバンキング  照会・資金移動サービスのみの場合
  一括データ伝送サービスも含める場合
インターネットバンキング 基本手数料 　　 
 基本手数料 　　 1カ月
法人インターネット  照会・資金移動サービスのみの場合
バンキング  一括データ伝送サービスも含める場合
　　　　　　　　　  お客様カード再発行手数料　　 1件
 基本手数料 　　 1カ月
 記録請求等取引 （注4）　　 1件

でんさいネット

種　類 手数料
550

1,100
2,200
無 料

1,100
2,200
1,100
1,100

振
　 込
　（
1
件
）

（注2）

（単位：円/令和3年4月1日現在）

個人情報
開示手数料

流動性預金の履歴（H9/1～）

定期性預金の履歴（H9/1～）

（注5） 上記以外

1口座 1カ月毎
1顧客 1年毎
基本情報等 申込書用紙1枚につき

110
770

1,100

取引

発生記録
譲渡記録
分割譲渡記録

当庫
220
220
220

インターネット 窓口
他行
330
330
330

当庫
440
440
440

他行
660
660
660

（および1/1～1/3）

8:00～  8:45
8:45～18:00
18:00～19:00
19:00～21:00
8:00～  9:00
9:00～14:00
14:00～17:00
17:00～19:00
8:00～  9:00
9:00～17:00
17:00～19:00

ATM利用
（1回）

平　日

土曜日

 日曜日・祝日

質権設定事務
取扱手数料
動産担保事務
取扱手数料
住宅ローン事務
取扱手数料

新規設定
（抵当権・根抵当権）



福 崎 支 店

加 西 支 店

小 野 支 店

三 木 支 店

加 東 支 店

〒679-2203 神崎郡福崎町南田原3132-1
（0790）22-5116
〒675-2303 加西市北条町古坂1丁目14
（0790）43-0306
〒675-1378 小野市王子町883-1
（0794）63-3311
〒673-0403 三木市末広3丁目14-18
（0794）83-2780
〒673-1463 加東市梶原358-1
（0795)43-9211

30 31

〈ひめしん〉のあゆみ店舗一覧（令和3年7月1日現在）

インターネット支店 URL https://www.shinkin.co.jp/himeshin/
　　　　　　　　　　  　  0120-115-428

本 店 営 業 部

本店（本　部）

東 支 店

駅 前 支 店

野 里 支 店

飾 磨 支 店

手 柄 支 店

広 畑 支 店

西 支 店

北 支 店

青 山 支 店

同 六角出張所

白 国 支 店

大 津 支 店

野 田 支 店

御 着 支 店

白 浜 支 店

飾 東 支 店

城 北 支 店

夢 前 台 支 店

網 干 支 店

駅 南 支 店

〒670-8652 姫路市十二所前町105
（079）225-1225
〒670-8652 姫路市十二所前町105
（079）288-1121（代）
〒670-0015 姫路市総社本町3
（079）224-2131
〒670-0925 姫路市亀井町58
（079）223-3951
〒670-0001 姫路市河間町85
（079）224-1515
〒672-8064 姫路市飾磨区細江2534
（079）235-1341
〒670-0966 姫路市延末244-1
（079）282-3133
〒671-1121 姫路市広畑区東新町2丁目32
（079）236-3211
〒670-0058 姫路市車崎2丁目1-1
（079）294-1775
〒670-0083 姫路市辻井6丁目3-17
（079）293-9311
〒671-2222 姫路市青山4丁目21-9
（079）266-8881
〒671-2242 姫路市六角449-7
（079）266-3737
〒670-0806 姫路市増位新町2丁目25
（079）288-2251
〒671-1146 姫路市大津区大津町3丁目3-2
（079）237-2021
〒672-8045 姫路市飾磨区中野田2丁目81
（079）234-8866
〒671-0232 姫路市御国野町御着739-1
（079）253-6511
〒672-8023 姫路市白浜町丙175-8
（079）246-1850
〒671-0218 姫路市飾東町庄135-17
（079）253-7215
〒670-0883 姫路市城北新町2丁目18-15
（079）281-0741
〒670-0063 姫路市下手野4丁目11-21
（079）294-2616
〒671-1234 姫路市網干区新在家2023-7
（079）274-3622
〒670-0955 姫路市安田4丁目150
（079）286-6900

姫 路 地 区

た つ の・相 生・赤穂地区

加古川・高 砂地区

明石 ･ 神 戸 地 区

龍 野 支 店

太 子 支 店

相 生 支 店

赤 穂 支 店

〒679-4167 たつの市龍野町富永1005-53
（0791）63-1331
〒671-1523 揖保郡太子町東南365-1
（079）277-5731
〒678-0031 相生市旭5丁目14-13
（0791）22-2595
〒678-0232 赤穂市中広55-11
（0791）45-2231

加 古 川 支 店

尾 上 支 店

東加古川支店

高 砂 支 店

宝 殿 支 店

本 荘 支 店

〒675-0066 加古川市加古川町寺家町651
（079）424-2621
〒675-0023 加古川市尾上町池田693-7
（079）421-1231
〒675-0101 加古川市平岡町新在家401-5
（079）426-8811
〒676-0022 高砂市高砂町浜田町2丁目3-10
（079）442-4125
〒676-0805 高砂市米田町米田251-1
（079）432-5746
〒675-0154 加古郡播磨町本荘2丁目4-1
（079）435-6541

明 石 支 店

大 久 保 支 店

土 山 支 店

神 戸 西 支 店

六 甲 支 店

春 日 野 支 店

湊 川 支 店

葺 合 支 店

丸 山 支 店

名 倉 支 店

〒673-0012 明石市和坂14-1
（078）928-7856
〒674-0058 明石市大久保町駅前2丁目8-25
（078）934-6765
〒674-0074 明石市魚住町清水2179-1
（078）943-0088
〒653-0015 神戸市長田区菅原通5丁目59
（078）576-5021
〒657-0028 神戸市灘区森後町3丁目1-4
（078）821-6161
〒651-0068 神戸市中央区旗塚通1丁目6-20
（078）241-8626
〒652-0032 神戸市兵庫区荒田町2丁目15-5
（078）531-5555
〒651-0066 神戸市中央区国香通4丁目1-5
（078）231-9191
〒653-0875 神戸市長田区丸山町3丁目1-41
（078）643-1231
〒653-0882 神戸市長田区長田天神町2丁目14-13
（078）642-3205

店外 A T M

福崎･加西･小野･三木･加東地区

姫路地区
キャスパビル出張所
イオン宮西出張所
グランフェスタ出張所
イオンモール姫路リバーシティー出張所
姫路循環器病センター出張所
コープ田寺出張所
姫路赤十字病院出張所
コープ砥堀出張所
イオン姫路店出張所
イオンモール姫路大津出張所
主婦の店別所出張所
マックスバリュ東山出張所
姫路獨協大学出張所
陸上自衛隊姫路駐屯地出張所
東夢前台出張所

たつの・相生・赤穂地区
川西出張所
主婦の店赤穂店出張所

加古川・高砂地区
マックスバリュ安田出張所
イオン加古川店出張所
アスパ高砂出張所

明石・神戸地区
コープ丸山出張所

キャスパビル1階
イオン宮西ショッピングセンター内
フェスタ地下街
イオンモール姫路リバーシティー１階
姫路循環器病センター本館1階
コープ姫路田寺店1階
姫路赤十字病院2階
コープ姫路砥堀店内
イオン姫路店北１階
イオンモール姫路大津店1階
主婦の店別所店駐車場内
マックスバリュ東山店1階
姫路獨協大学本館2階
陸上自衛隊姫路駐屯地内
夢前台支店東

旧川西出張所跡地
主婦の店赤穂店内

マックスバリュ安田店1階
イオン加古川店北
アスパ高砂1階

コープ丸山店1階

姫路市、相生市、たつの市、加古川市、高砂市、赤穂市、明石市、西脇市、
三木市、小野市、加西市、神戸市、芦屋市、西宮市、三田市、宍粟市、
朝来市、加東市、神崎郡、揖保郡、加古郡、赤穂郡、佐用郡

当金庫の地区
明　治
 42年 12月 
 
43年 2月
大　正
 2年 4月
 13年 2月

昭　和
 9年 8月

 11年 2月
 14年 2月
 18年 4月
 25年 4月
 26年 10月

 30年 7月
 37年 4月
 38年 1月

 41年 1月
 47年 11月
 48年 3月
 50年 5月
 55年 5月
 58年 4月
  10月
 61年 4月
 62年 10月
 63年 7月
  12月
平　成
 3年 12月
 4年 7月
 5年 10月
 6年 10月
 7年 6月
 9年 9月
  11月
 10年 3月

  10月

 11年 3月
  6月

  7月
  9月
 12年 3月
  5月
 13年 1月
  4月
  5月
  10月
  12月
14年 3月
  5月
  10月
  11月
  11月
 15年 5月
  8月
  12月
 16年 1月
  7月
  7月
 17年 2月
  3月
  5月
  5月
 
  7月
  7月

平成18年
 4月 1日
  3日

 5月 8日

 9月 1日
平成19年
 10月 22日
 11月 19日
平成20年
 2月 1日
 4月 1日
 5月 13日
 6月 16日
10月 1日
11月 1日
  17日
平成21年
 10月 24日
　　  26日
 11月 16日
平成22年
 2月 1日
 7月 8日
平成23年
 1月 8日
 平成25年
 2月 18日
 3月 12日
 7月 1日
 9月 21日
11月 9日
 平成26年
 4月 15日
 7月 22日
 10月 14日
 平成27年
 1月 5日
10 月 1日
 平成28年
 2月 1日
 4月 1日
 7月 19日
 9月 20日

10 月 1日
12月 1日
  26日
平成29年
 1月 17日
 7月 1日

平成30年
 1月 4日
  13日
  25日
 2月 17日
 7月 1日
  17日
平成31年
 1月 4日
 2月 1日
 4月 1日
令和元年
 7月 1日

10 月 1日
令和２年
 2月 1日
  3日
 4月 1日
 9月 1日
11月 1日

産業組合法による姫路信用組合（組合長三宅正太郎）の設立
許可
姫路市本町にて姫路信用組合として事業を開始

事業所を姫路市博労町94・95番地に移転
産業組合法の改正により市街地信用組合を設立し、事業
を継承

姫路市神屋町に倉庫竣工、神屋支部（倉庫部）とし商品担
保融資を始める
本店を本町50番地の3に新築移転
庶民金庫代理業務を開始
市街地信用組合法に基づき組織変更
中小企業等協同組合法により信用協同組合に改組
信用金庫法施行により改組、同時に名称を姫路信用金庫
に改める
姫路市公金受入事務を開始
三宅正太郎会長に、三宅具哉理事長に就任
財団法人三宅正太郎育英会を設立
〈平成23年12月より公益財団法人へ移行〉
日本銀行歳入代理店事務の取扱開始
本店を十二所前町105番地に新築移転
オンライン稼働（普通預金）
CDキャッシュサービスの取扱開始
新総合オンライン・システムの開始
国債の窓口販売を開始
姫路市指定代理金融機関となる
事務センター新築
外国為替公認銀行として外国為替業務の開始
三宅具哉会長に、友定保雄理事長に就任
公共債ディーリング業務を開始

太子支店開設
加西支店開設
龍野支店川西出張所開設
三宅知行理事長に就任
信託代理店業務を開始
私募債受託業務を開始
大久保支店開設
信用金庫情報通信ネットワーク「Face To Faceネット」
開始
ATMの業態間提携及びCDキャッシングでの平日稼働時
間延長・祝日稼働の開始
郵貯ATMとの相互接続開始
インターネットによる資金移動（振込・振替）サービスの取扱
開始
白国支店新築移転
モバイルバンキングサービスの取扱開始
デビットカードの取扱開始
投資信託窓口販売業務の取扱開始
春日野支店新築
保険窓口販売業務を開始
M&A仲介業務を開始
しんきんグッドサポート（債務返済支援保険）取扱開始
売掛債権担保融資制度の取扱開始
旧関西西宮信用金庫4店舗事業譲り受け
小野支店新築移転
六甲支店新築移転
生保年金の取扱開始
葺合支店新築移転
加古川支店新築移転
「ひめしんインターネットバンキング（個人）」取扱開始
「ひめしんインターネットバンキング（法人）」取扱開始
マルチペイメントサービス取扱開始
駅南支店開設
駅前支店新築移転
兵庫県立大学と産学連携協定書締結
はりま産学交流会と産学連携協定書締結
「ひめしん研究開発支援助成金」取扱開始
「ひめしん・ものづくり支援融資」取扱開始
〈現 「ひめしん補助金サポート融資」〉
特定口座の取扱開始
変額年金保険の取扱開始

BS（母店・サテライト店）・エリア営業体制導入
「ひめしん技術支援融資」取扱開始
〈現 「ひめしん技術力・経営力評価融資」〉
銀行系クレジット会社とのATM返済（入金）業務提携の取
扱開始
生体認証ICキャッシュカードの取扱開始

AED（自動体外式除細動器）姫路市内20カ店に設置
加東支店開設

「ひめじ救命ステーション」にAED設置店舗登録
しんきんファクシミリ振込サービス（ペイバイFAX）導入
次世代育成支援対策推進における「次世代認定マーク」取得
イオン銀行とのATM相互利用開始
財団法人新産業創造研究機構（NIRO）と提携
財団法人ひょうご科学技術協会と提携
大津支店新築移転

中央市場支店中地出張所廃止
手柄支店新築移転（中央市場支店から名称変更）
土山支店開設

姫路信用金庫創立百周年
「コンプライアンス室」新設

船場支店廃止

電子記録債権サービス（でんさいネット）取扱開始
ＡＥＤ（自動体外式除細動器）全店設置
教育カードローン取扱開始
野里支店 同心町出張所廃止
兵庫支店廃止

「ひめしん投信インターネットサービス」取扱開始
明石支店新築移転
来店不要型ローンの取扱開始

事業性損害保険の取扱開始
出資証券のペーパーレス化実施

Web完結ペーパーレス契約ローンの取扱開始
学費口座振替手数料無料化実施
飾磨支店リニューアルオープン
姫路商工会議所と「地域活性化に向けた調査研究に関する
連携協定」締結
シンボルイラスト変更
取引先従業員向け専用サイト（職域サイト）開設
「認知症の人に優しい事業所」登録

時間外ATM手数料一部無料化実施
「営業推進部」と「個人業務部」を統合し「営業推進部」に
組織変更

スマホ口座開設サービスの利用開始
龍野支店 川西出張所廃止
店外ATM「川西出張所」設置
東支店 双葉出張所廃止
「経理部」を「経営企画室経理グループ」へ組織変更
高砂支店リニューアルオープン

子育て応援預金商品・ローン商品の取扱開始
インターネット支店開設
子育て応援住宅ローンの取扱開始

「営業推進部お客さまセンター」を「コンプライアンス室お客
さまセンター」へ組織変更
フリーローン「ベストサポート」取扱開始

姫路信用金庫創立百十周年
メールマガジン「ひめ夢ステーション」配信開始
通帳レス口座全店取扱開始
一部店舗の営業時間変更（昼休み導入）開始
「総務部」と「人事部」を統合し「総務部」に組織変更



福 崎 支 店

加 西 支 店

小 野 支 店

三 木 支 店

加 東 支 店

〒679-2203 神崎郡福崎町南田原3132-1
（0790）22-5116
〒675-2303 加西市北条町古坂1丁目14
（0790）43-0306
〒675-1378 小野市王子町883-1
（0794）63-3311
〒673-0403 三木市末広3丁目14-18
（0794）83-2780
〒673-1463 加東市梶原358-1
（0795)43-9211

30 31

〈ひめしん〉のあゆみ店舗一覧（令和3年7月1日現在）

インターネット支店 URL https://www.shinkin.co.jp/himeshin/
　　　　　　　　　　  　  0120-115-428

本 店 営 業 部

本店（本　部）

東 支 店

駅 前 支 店

野 里 支 店

飾 磨 支 店

手 柄 支 店

広 畑 支 店

西 支 店

北 支 店

青 山 支 店

同 六角出張所

白 国 支 店

大 津 支 店

野 田 支 店

御 着 支 店

白 浜 支 店

飾 東 支 店

城 北 支 店

夢 前 台 支 店

網 干 支 店

駅 南 支 店

〒670-8652 姫路市十二所前町105
（079）225-1225
〒670-8652 姫路市十二所前町105
（079）288-1121（代）
〒670-0015 姫路市総社本町3
（079）224-2131
〒670-0925 姫路市亀井町58
（079）223-3951
〒670-0001 姫路市河間町85
（079）224-1515
〒672-8064 姫路市飾磨区細江2534
（079）235-1341
〒670-0966 姫路市延末244-1
（079）282-3133
〒671-1121 姫路市広畑区東新町2丁目32
（079）236-3211
〒670-0058 姫路市車崎2丁目1-1
（079）294-1775
〒670-0083 姫路市辻井6丁目3-17
（079）293-9311
〒671-2222 姫路市青山4丁目21-9
（079）266-8881
〒671-2242 姫路市六角449-7
（079）266-3737
〒670-0806 姫路市増位新町2丁目25
（079）288-2251
〒671-1146 姫路市大津区大津町3丁目3-2
（079）237-2021
〒672-8045 姫路市飾磨区中野田2丁目81
（079）234-8866
〒671-0232 姫路市御国野町御着739-1
（079）253-6511
〒672-8023 姫路市白浜町丙175-8
（079）246-1850
〒671-0218 姫路市飾東町庄135-17
（079）253-7215
〒670-0883 姫路市城北新町2丁目18-15
（079）281-0741
〒670-0063 姫路市下手野4丁目11-21
（079）294-2616
〒671-1234 姫路市網干区新在家2023-7
（079）274-3622
〒670-0955 姫路市安田4丁目150
（079）286-6900

姫路地区

たつの・相生・赤穂地区

加古川・高砂地区

明石 ･ 神 戸 地 区

龍 野 支 店

太 子 支 店

相 生 支 店

赤 穂 支 店

〒679-4167 たつの市龍野町富永1005-53
（0791）63-1331
〒671-1523 揖保郡太子町東南365-1
（079）277-5731
〒678-0031 相生市旭5丁目14-13
（0791）22-2595
〒678-0232 赤穂市中広55-11
（0791）45-2231

加 古 川 支 店

尾 上 支 店

東加古川支店

高 砂 支 店

宝 殿 支 店

本 荘 支 店

〒675-0066 加古川市加古川町寺家町651
（079）424-2621
〒675-0023 加古川市尾上町池田693-7
（079）421-1231
〒675-0101 加古川市平岡町新在家401-5
（079）426-8811
〒676-0022 高砂市高砂町浜田町2丁目3-10
（079）442-4125
〒676-0805 高砂市米田町米田251-1
（079）432-5746
〒675-0154 加古郡播磨町本荘2丁目4-1
（079）435-6541

明 石 支 店

大 久 保 支 店

土 山 支 店

神 戸 西 支 店

六 甲 支 店

春 日 野 支 店

湊 川 支 店

葺 合 支 店

丸 山 支 店

名 倉 支 店

〒673-0012 明石市和坂14-1
（078）928-7856
〒674-0058 明石市大久保町駅前2丁目8-25
（078）934-6765
〒674-0074 明石市魚住町清水2179-1
（078）943-0088
〒653-0015 神戸市長田区菅原通5丁目59
（078）576-5021
〒657-0028 神戸市灘区森後町3丁目1-4
（078）821-6161
〒651-0068 神戸市中央区旗塚通1丁目6-20
（078）241-8626
〒652-0032 神戸市兵庫区荒田町2丁目15-5
（078）531-5555
〒651-0066 神戸市中央区国香通4丁目1-5
（078）231-9191
〒653-0875 神戸市長田区丸山町3丁目1-41
（078）643-1231
〒653-0882 神戸市長田区長田天神町2丁目14-13
（078）642-3205

店外 A T M

福崎･加西･小野･三木･加東地区

姫路地区
キャスパビル出張所
イオン宮西出張所
グランフェスタ出張所
イオンモール姫路リバーシティー出張所
姫路循環器病センター出張所
コープ田寺出張所
姫路赤十字病院出張所
コープ砥堀出張所
イオン姫路店出張所
イオンモール姫路大津出張所
主婦の店別所出張所
マックスバリュ東山出張所
姫路獨協大学出張所
陸上自衛隊姫路駐屯地出張所
東夢前台出張所

たつの・相生・赤穂地区
川西出張所
主婦の店赤穂店出張所

加古川・高砂地区
マックスバリュ安田出張所
イオン加古川店出張所
アスパ高砂出張所

明石・神戸地区
コープ丸山出張所

キャスパビル1階
イオン宮西ショッピングセンター内
フェスタ地下街
イオンモール姫路リバーシティー１階
姫路循環器病センター本館1階
コープ姫路田寺店1階
姫路赤十字病院2階
コープ姫路砥堀店内
イオン姫路店北１階
イオンモール姫路大津店1階
主婦の店別所店駐車場内
マックスバリュ東山店1階
姫路獨協大学本館2階
陸上自衛隊姫路駐屯地内
夢前台支店東

旧川西出張所跡地
主婦の店赤穂店内

マックスバリュ安田店1階
イオン加古川店北
アスパ高砂1階

コープ丸山店1階

姫路市、相生市、たつの市、加古川市、高砂市、赤穂市、明石市、西脇市、
三木市、小野市、加西市、神戸市、芦屋市、西宮市、三田市、宍粟市、
朝来市、加東市、神崎郡、揖保郡、加古郡、赤穂郡、佐用郡

当金庫の地区
明　治
 42年 12月 
 
43年 2月
大　正
 2年 4月
 13年 2月

昭　和
 9年 8月

 11年 2月
 14年 2月
 18年 4月
 25年 4月
 26年 10月

 30年 7月
 37年 4月
 38年 1月

 41年 1月
 47年 11月
 48年 3月
 50年 5月
 55年 5月
 58年 4月
  10月
 61年 4月
 62年 10月
 63年 7月
  12月
平　成
 3年 12月
 4年 7月
 5年 10月
 6年 10月
 7年 6月
 9年 9月
  11月
 10年 3月

  10月

 11年 3月
  6月

  7月
  9月
 12年 3月
  5月
 13年 1月
  4月
  5月
  10月
  12月
14年 3月
  5月
  10月
  11月
  11月
 15年 5月
  8月
  12月
 16年 1月
  7月
  7月
 17年 2月
  3月
  5月
  5月
 
  7月
  7月

平成18年
 4月 1日
  3日

 5月 8日

 9月 1日
平成19年
 10月 22日
 11月 19日
平成20年
 2月 1日
 4月 1日
 5月 13日
 6月 16日
10月 1日
11月 1日
  17日
平成21年
 10月 24日
　　  26日
 11月 16日
平成22年
 2月 1日
 7月 8日
平成23年
 1月 8日
 平成25年
 2月 18日
 3月 12日
 7月 1日
 9月 21日
11月 9日
 平成26年
 4月 15日
 7月 22日
 10月 14日
 平成27年
 1月 5日
10 月 1日
 平成28年
 2月 1日
 4月 1日
 7月 19日
 9月 20日

10 月 1日
12月 1日
  26日
平成29年
 1月 17日
 7月 1日

平成30年
 1月 4日
  13日
  25日
 2月 17日
 7月 1日
  17日
平成31年
 1月 4日
 2月 1日
 4月 1日
令和元年
 7月 1日

10 月 1日
令和２年
 2月 1日
  3日
 4月 1日
 9月 1日
11月 1日

産業組合法による姫路信用組合（組合長三宅正太郎）の設立
許可
姫路市本町にて姫路信用組合として事業を開始

事業所を姫路市博労町94・95番地に移転
産業組合法の改正により市街地信用組合を設立し、事業
を継承

姫路市神屋町に倉庫竣工、神屋支部（倉庫部）とし商品担
保融資を始める
本店を本町50番地の3に新築移転
庶民金庫代理業務を開始
市街地信用組合法に基づき組織変更
中小企業等協同組合法により信用協同組合に改組
信用金庫法施行により改組、同時に名称を姫路信用金庫
に改める
姫路市公金受入事務を開始
三宅正太郎会長に、三宅具哉理事長に就任
財団法人三宅正太郎育英会を設立
〈平成23年12月より公益財団法人へ移行〉
日本銀行歳入代理店事務の取扱開始
本店を十二所前町105番地に新築移転
オンライン稼働（普通預金）
CDキャッシュサービスの取扱開始
新総合オンライン・システムの開始
国債の窓口販売を開始
姫路市指定代理金融機関となる
事務センター新築
外国為替公認銀行として外国為替業務の開始
三宅具哉会長に、友定保雄理事長に就任
公共債ディーリング業務を開始

太子支店開設
加西支店開設
龍野支店川西出張所開設
三宅知行理事長に就任
信託代理店業務を開始
私募債受託業務を開始
大久保支店開設
信用金庫情報通信ネットワーク「Face To Faceネット」
開始
ATMの業態間提携及びCDキャッシングでの平日稼働時
間延長・祝日稼働の開始
郵貯ATMとの相互接続開始
インターネットによる資金移動（振込・振替）サービスの取扱
開始
白国支店新築移転
モバイルバンキングサービスの取扱開始
デビットカードの取扱開始
投資信託窓口販売業務の取扱開始
春日野支店新築
保険窓口販売業務を開始
M&A仲介業務を開始
しんきんグッドサポート（債務返済支援保険）取扱開始
売掛債権担保融資制度の取扱開始
旧関西西宮信用金庫4店舗事業譲り受け
小野支店新築移転
六甲支店新築移転
生保年金の取扱開始
葺合支店新築移転
加古川支店新築移転
「ひめしんインターネットバンキング（個人）」取扱開始
「ひめしんインターネットバンキング（法人）」取扱開始
マルチペイメントサービス取扱開始
駅南支店開設
駅前支店新築移転
兵庫県立大学と産学連携協定書締結
はりま産学交流会と産学連携協定書締結
「ひめしん研究開発支援助成金」取扱開始
「ひめしん・ものづくり支援融資」取扱開始
〈現 「ひめしん補助金サポート融資」〉
特定口座の取扱開始
変額年金保険の取扱開始

BS（母店・サテライト店）・エリア営業体制導入
「ひめしん技術支援融資」取扱開始
〈現 「ひめしん技術力・経営力評価融資」〉
銀行系クレジット会社とのATM返済（入金）業務提携の取
扱開始
生体認証ICキャッシュカードの取扱開始

AED（自動体外式除細動器）姫路市内20カ店に設置
加東支店開設

「ひめじ救命ステーション」にAED設置店舗登録
しんきんファクシミリ振込サービス（ペイバイFAX）導入
次世代育成支援対策推進における「次世代認定マーク」取得
イオン銀行とのATM相互利用開始
財団法人新産業創造研究機構（NIRO）と提携
財団法人ひょうご科学技術協会と提携
大津支店新築移転

中央市場支店中地出張所廃止
手柄支店新築移転（中央市場支店から名称変更）
土山支店開設

姫路信用金庫創立百周年
「コンプライアンス室」新設

船場支店廃止

電子記録債権サービス（でんさいネット）取扱開始
ＡＥＤ（自動体外式除細動器）全店設置
教育カードローン取扱開始
野里支店 同心町出張所廃止
兵庫支店廃止

「ひめしん投信インターネットサービス」取扱開始
明石支店新築移転
来店不要型ローンの取扱開始

事業性損害保険の取扱開始
出資証券のペーパーレス化実施

Web完結ペーパーレス契約ローンの取扱開始
学費口座振替手数料無料化実施
飾磨支店リニューアルオープン
姫路商工会議所と「地域活性化に向けた調査研究に関する
連携協定」締結
シンボルイラスト変更
取引先従業員向け専用サイト（職域サイト）開設
「認知症の人に優しい事業所」登録

時間外ATM手数料一部無料化実施
「営業推進部」と「個人業務部」を統合し「営業推進部」に
組織変更

スマホ口座開設サービスの利用開始
龍野支店 川西出張所廃止
店外ATM「川西出張所」設置
東支店 双葉出張所廃止
「経理部」を「経営企画室経理グループ」へ組織変更
高砂支店リニューアルオープン

子育て応援預金商品・ローン商品の取扱開始
インターネット支店開設
子育て応援住宅ローンの取扱開始

「営業推進部お客さまセンター」を「コンプライアンス室お客
さまセンター」へ組織変更
フリーローン「ベストサポート」取扱開始

姫路信用金庫創立百十周年
メールマガジン「ひめ夢ステーション」配信開始
通帳レス口座全店取扱開始
一部店舗の営業時間変更（昼休み導入）開始
「総務部」と「人事部」を統合し「総務部」に組織変更
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〈当金庫のディスクロージャー誌（資料編）の閲覧に係るご案内〉

当金庫のディスクロージャー誌のうち、詳細な計数資料等については「資料編」として当金庫のホーム
ページに掲載しております。閲覧を希望されるお客さまは、当金庫ホームページからご覧ください。
なお、インターネットの操作が分からないお客さままたはインターネットに接続できる電子機器（パソ
コン、スマートフォン等）をお持ちでないお客さまへは、別途ご案内いたしますので、当金庫職員まで
ご相談ください。

当金庫のウェブサイト（ディスクロージャー誌掲載ページ）
https://www.shinkin.co.jp/himeshin/aboutus/keiei.html

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。


